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論

説イ
タ
リ
ア
刑
事
手
続
に
お
け
る
犯
罪「
被
害
者
」の
地
位
に
つ
い
て（
一
）

松

田

岳

士

一

は

じ

め

に

二

「
犯
罪
被
害
者
」
と
「
民
事
当
事
者
」
の
概
念

三

歴
史
的
沿
革
（
以
上
、
本
号
）

四

「
犯
罪
被
害
者
」
の
刑
事
手
続
へ
の
関
与
形
態

五

「
民
事
当
事
者
」
の
刑
事
手
続
へ
の
関
与
形
態

六

お

わ

り

に

一

は

じ

め

に

�

近
年
、
犯
罪
被
害
者
が
抱
え
る
諸
問
題
に
関
す
る
社
会
的
関
心
の
高
ま
り
を
背
景
に
、
刑
事
司
法
制
度
の
な
か
に
犯
罪
被
害
者

の
存
在
を
ど
う
位
置
づ
け
る
か
と
い
う
問
題
が
学
界
に
お
い
て
も
改
め
て
関
心
を
集
め
て
お
り
、
と
り
わ
け
刑
事
手
続
に
関
し
て
は
、

被
害
者
に
対
す
る
情
報
提
供
や
、
そ
の
保
護
、
さ
ら
に
は
参
加
と
い
っ
た
具
体
的
な
課
題
に
対
す
る
理
論
的
な
面
か
ら
の
取
組
み
も
本

格
的
に
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き（
１
）

た
。
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こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
、
平
成
一
二
年
五
月
一
九
日
に
は
、「
刑
事
訴
訟
法
及
び
検
察
審
査
会
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
お

よ
び
「
犯
罪
被
害
者
等
の
保
護
を
図
る
た
め
の
刑
事
手
続
に
付
随
す
る
措
置
に
関
す
る
法
律
」
の
い
わ
ゆ
る
犯
罪
被
害
者
保
護
関
連
二

法
が
公
布
さ
れ
、
証
人
た
る
犯
罪
被
害
者
等
の
保
護
措
置
、
性
犯
罪
の
告
訴
期
間
の
撤
廃
、
意
見
陳
述
、
検
察
審
査
会
の
審
査
申
立
権

者
の
範
囲
の
拡
大
、
公
判
手
続
の
優
先
傍
聴
、
公
判
記
録
の
閲
覧
・
謄
写
、
刑
事
和
解
等
に
関
す
る
諸
制
度
の
整
備
が
な
さ
れ
た
。
こ

の
こ
と
に
よ
り
、
法
的
な
レ
ベ
ル
で
も
刑
事
手
続
に
お
け
る
被
害
者
の
「
支
援
」
体
制
が
一
応
整
え
ら（
２
）

れ
、
以
前
か
ら
実
施
さ
れ
て
き

た
実
務
側
の
被
害
者
保
護
の
取
組
み
と
あ
い
ま
っ（
３
）

て
、
被
害
者
の
手
続
上
の
処
遇
が
改
善
を
み
た
こ
と
に
つ
い
て
は
疑
い
を
い
れ
な
い
。

し
か
し
、
同
二
法
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
被
害
者
保
護
の
た
め
の
諸
制
度
に
つ
い
て
は
、
そ
の
運
用
が
裁
判
所
の
適
切
な
裁
量
権
行
使

に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、
被
害
者
に
正
面
か
ら
法
律
上
の
権
利
を
認
め
る
も
の
で
は
な
い
と
の
限
界
が
指
摘
さ（
４
）

れ
、
ま
た
、
刑
事
司
法
の

枠
組
内
で
の
被
害
者
の
損
害
回
復
の
手
段
の
確
保
や
、
よ
り
積
極
的
な
手
続
へ
の
「
参
加
」
制
度
導
入
等
が
「
今
後
に
残
さ
れ
た
課
題
」

と
し
て
提
示
さ
れ
て
も
い（
５
）

る
。

実
際
、
犯
罪
被
害
者
に
よ
り
積
極
的
に
刑
事
手
続
に
関
与
な
い
し
参
加
す
る
権
利
を
認
め
る
べ
き
だ
と
の
主
張
は
、
犯
罪
被
害
者
保

護
関
連
二
法
の
成
立
の
前
後
を
問
わ
ず
な
さ
れ
て
き（
６
）

た
。
も
っ
と
も
、
そ
の
論
拠
は
必
ず
し
も
一
様
で
は
な
く
、
ま
た
、
そ
の
態
様
と

し
て
も
、
意
見
陳
述
制
度
の
ほ
か
、
比
較
法
的
な
知
見
を
も
と
に
、
私
人
訴
追
、
被
害
者
の
訴
訟（
公
訴
）参
加
、
付
帯
私（
７
）

訴
等
、
様
々

な
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
の
形
態
を
と
る
に
せ
よ
、
仮
に
犯
罪
被
害
者
に
こ
の
よ
う
な
刑
事
手
続
へ
の
積
極

的
な
関
与
・
参
加
が
認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
従
来
の
刑
事
司
法
制
度
の
枠
組
そ
れ
自
体
と
の
調
整
あ
る
い
は
そ
の
転
換
と
い
っ
た
大

枠
の
問
題
を
再
検
討
す
る
必
要
が
で
て
く
る
だ
け
で
な（
８
）

く
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
被
害
者
へ
の
情
報
提
供
の
さ
ら
な
る
充
実
や
被
害
者

の
弁
護
人
あ
る
い
は
補
佐
人
（
付
添
人
）
制（
９
）

度
の
整
備
等
の
検
討
も
要
請
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
他
方
、
犯
罪
被
害
者
の
刑

事
手
続
上
の
権
利
保
障
は
、
被
疑
者
・
被
告
人
の
手
続
上
の
権
利
保
障
と
衝
突
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
た（
１０
）

め
、
両
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者
を
い
か
に
調
整
す
る
か
が
問
題
と
な
る
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
犯
罪
被
害
者
の
「
特
定
」
の
た
め
の
手
続
や
、
そ
の
前
提
と
し
て

の
「
被
害
者
」
概
念
、
さ
ら
に
は
、
多
数
被
害
者
が
関
わ
る
事
件
の
扱
い
等
の
技
術
的
な
問
題
に
つ
い
て
も
、
改
め
て
検
討
を
加
え
る

必
要
が
生
じ
て
く
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

�

本
稿
で
は
、
犯
罪
被
害
者
の
刑
事
手
続
へ
の
関
与
な
い
し
参
加
を
め
ぐ
っ
て
生
じ
う
る
こ
の
よ
う
な
諸
問
題
を
考
察
す
る
た
め

の
一
つ
の
材
料
と
し
て
、
一
九
八
八
年
の
刑
事
訴
訟
法
全
面
改
正
に
よ
っ
て
「
弾
劾
主
義
的
刑
事
手
続
」
を
導
入
し
た
イ
タ
リ
ア
の
刑

事
手
続
に
お
い
て
、
犯
罪
「
被
害
者
」
の
参
加
な
い
し
関
与
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
諸
制
度
が
採
用
さ
れ
て
い
る
か
を
紹
介
・
検
討
す

る
こ
と
に
し
た
い
。

イ
タ
リ
ア
の
刑
事
手
続
は
、
伝
統
的
に
は
「
大
陸
法
型
」
に
属
し
て
き
た
。
実
際
、
旧
刑
事
訴
訟
法
（
一
九
三
〇
年
）
ま
で
は
、
予

審
と
公
判
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
な
る
い
わ
ゆ
る
「
混
合
型
」
刑
事
手
続
の
も
と
で
、
職
権
主
義
に
基
づ
く
公
判
運
営
が
な
さ
れ
て
き
た
。

そ
こ
で
の
犯
罪
被
害
者
の
手
続
関
与
の
形
態
と
し
て
は
、
い
わ
ゆ
る
「
付
帯
私
訴
」
制（
１１
）

度
が
予
定
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
趣
旨
は
、
基

本
的
に
は
、「
司
法
の
一
体
性
」
や
「
刑
事
裁
判
の
民
事
裁
判
に
対
す
る
先
決
性
」
と
い
っ
た
諸
原
則
の
具
体
化
、
い
い
か
え
れ
ば
、

訴
訟
経
済
な
い
し
刑
事
・
民
事
の
合
一
的
処
理
と
い
う
国
家
的
な
要
請
の
実
現
に
求
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
現
行
刑
事
訴

訟
法
（
一
九
八
八
年
）
の
立
法
者
は
、
予
審
を
廃
止
し
、「
弾
劾
主
義
的
刑
事
手
続
」
を
導
入
す
る
に
あ
た
り
、
旧
刑
訴
法
が
「
付
帯

私
訴
」
制
度
の
根
拠
と
し
て
き
た
諸
原
則
を
否
定
し
、
民
刑
分
離
の
原
則
を
採
用
す
る
方
針
を
打
ち
出
し
た
が
、
そ
の
際
、
付
帯
私
訴

制
度
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
廃
止
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
被
害
者
の
保
護
あ
る
い
は
便
宜
と
い
う
観
点
か
ら
再
構
成
す
る
と
い
う
途

を
選
ん
だ
。

こ
の
よ
う
な
イ
タ
リ
ア
の
立
法
者
の
基
本
的
方
針
は
、
現
行
刑
訴
法
が
、
犯
罪
「
被
害
者
」
に
対
し
て
、
付
帯
私
訴
を
利
用
し
て
刑

事
訴
訟
の
な
か
で
損
害
賠
償
を
求
め
る
こ
と
に
よ
る
「
民
事
上
の
被
害
者
」
と
し
て
の
関
与
・
参
加
に
加
え
て
、
そ
れ
が
認
め
ら
れ
な

イタリア刑事手続における犯罪「被害者」の地位について（一）
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い
起
訴
前
段
階
の
手
続
に
お
い
て
も
、
一
定
の
範
囲
で
、「
刑
事
上
の
被
害
者
」
と
し
て
刑
事
手
続
に
関
与
・
参
加
す
る
可
能
性
を
認

め
て
い
る
こ
と
に
も
よ
く
表
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
イ
タ
リ
ア
は
、
二
〇
〇
二
年
以
降
、
比
較
的
軽
微
な
犯
罪
を
管
轄
す
る
治
安
判
事

に
よ
る
刑
事
手
続
に
お
い
て
は
、
一
定
の
範
囲
で
私
人
訴
追
に
類
す
る
制
度
を
導
入
す
る
と
と
も
に
、
修
復
的
司
法
的
な
発
想
の
も
と

で
、
加
害
者
・
被
害
者
間
の
和
解
に
よ
る
手
続
打
切
の
制
度
を
設
け
る
に
至
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
多
面
的
な
性
格
を
も
つ
イ
タ
リ
ア
の
現
行
刑
事
手
続
に
お
け
る
犯
罪
被
害
者
の
参
加
に
関
す
る
諸
制
度
は
、
当
事
者
主

義
的
刑
事
手
続
へ
の
犯
罪
被
害
者
の
関
与
の
一
つ
の
あ
り
方
と
し
て
、
今
後
、
仮
に
わ
が
国
に
お
い
て
も
被
害
者
に
刑
事
手
続
へ
の
幅

広
い
関
与
権
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
生
ず
る
で
あ
ろ
う
、「
被
害
者
の
地
位
を
、
当
事
者
主
義
構
造
に
基
づ
く
わ
が
国
の
刑
事
手
続
の

中
に
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
の
か
」
と
い
う
「
理
論
的
に
困
難
な
問（
１２
）

題
」
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
も
、
一
つ
の
参
考
に
な
る
も
の

と
思
わ
れ
る
。

（
１
）

た
と
え
ば
、「（
特
集
）
犯
罪
被
害
者
の
権
利
」
法
律
時
報
七
一
巻
一
〇
号
（
一
九
九
九
年
）、「（
特
集
）
犯
罪
被
害
者
の
保
護
と
救
済
」

ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
六
三
号
（
一
九
九
九
年
）
、
「
（
特
集
）
犯
罪
被
害
者
の
保
護
と
支
援
」
現
代
刑
事
法
二
巻
二
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
、
「
（
特
集
）

犯
罪
被
害
者
の
保
護
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
七
六
号
（
二
〇
〇
〇
年
）、「（
特
集
）
犯
罪
被
害
者
保
護
関
連
二
法
の
成
立
と
展
望
」
現
代
刑
事

法
二
巻
一
一
号
（
二
〇
〇
〇
年
）、「（
特
集
）
刑
事
司
法
に
お
け
る
被
害
者
」
刑
法
雑
誌
四
〇
巻
二
号
（
二
〇
〇
一
年
）、「（
特
集
）
被
害
者

保
護
と
刑
事
手
続
」
刑
法
雑
誌
四
二
巻
一
号
（
二
〇
〇
二
年
）
等
、
多
く
の
法
律
専
門
雑
誌
に
お
い
て
刑
事
司
法
に
お
け
る
犯
罪
被
害
者
の

位
置
づ
け
に
関
す
る
特
集
が
組
ま
れ
、
刑
事
手
続
に
お
け
る
被
害
者
の
関
与
・
参
加
に
つ
い
て
も
理
論
的
な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）

大
谷
實
「
犯
罪
被
害
者
保
護
関
連
二
法
の
意
義
」
現
代
刑
事
法
二
巻
一
一
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
八
頁
。

（
３
）

実
務
、
と
り
わ
け
警
察
に
よ
る
被
害
者
支
援
の
取
組
み
に
関
す
る
紹
介
は
少
な
く
な
い
が
、
こ
こ
で
は
、
と
く
に
「（
特
集
）
犯
罪
被
害

者
保
護
の
現
状
と
課
題
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
五
四
巻
六
号
（
二
〇
〇
一
年
）
を
挙
げ
て
お
く
。
な
お
、
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
犯
罪
被
害
者
保

護
関
連
二
法
の
審
議
に
あ
た
り
衆
議
院
法
務
委
員
会
に
よ
り
な
さ
れ
た
附
帯
決
議
の
内
容
と
意
義
に
つ
い
て
、
大
谷
・
前
掲
註
（
２
）
九
頁

論 説
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を
参
照
。

（
４
）

川
出
敏
裕
「
刑
事
手
続
に
お
け
る
犯
罪
被
害
者
の
法
的
地
位
」
松
尾
浩
也
・
井
上
正
仁
編
『
刑
事
訴
訟
法
の
争
点
』（
有
斐
閣
、
第
三
版
、

二
〇
〇
二
年
）
三
七
頁
。

（
５
）

高
橋
則
夫
「
犯
罪
被
害
者
保
護
関
連
二
法
の
残
さ
れ
た
課
題
」
現
代
刑
事
法
二
巻
一
一
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
四
九
頁
以
下
。

（
６
）

椎
橋
隆
幸
「
犯
罪
被
害
者
の
救
済
に
必
要
な
法
制
度
」
自
由
と
正
義
四
九
巻
一
一
号
（
一
九
九
八
年
）
一
〇
〇
頁
以
下
、
中
野
目
善
則

「
被
害
者
の
刑
事
手
続
へ
の
参
加
」
現
代
刑
事
法
二
巻
二
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
二
七
頁
、
岡
村
勲
「
犯
罪
被
害
者
に
信
用
さ
れ
な
い
刑
事
司

法
」
現
代
刑
事
法
二
巻
一
一
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
五
五
頁
以
下
等
。

（
７
）

付
帯
私
訴
制
度
は
、
本
来
的
に
は
被
害
者
に
よ
る
損
害
回
復
制
度
の
一
環
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
（
川
出
敏
裕
「
付

帯
私
訴
制
度
に
つ
い
て
」
広
瀬
健
二
・
多
田
辰
也
編
『
田
宮
裕
博
士
追
悼
論
集

下
巻
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
三
年
）
二
八
八
頁
）、
被
害
者

の
刑
事
手
続
へ
の
参
加
の
一
態
様
と
し
て
捉
え
る
見
解
も
あ
る
（
前
掲
註
（
６
）
掲
記
の
諸
論
考
等
）。

（
８
）

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
と
く
に
、
水
谷
規
男
「
被
害
者
の
手
続
参
加
」
法
律
時
報
七
一
巻
一
〇
号
（
一
九
九
九
年
）
三
七
頁
以
下
、
加

藤
克
佳
「
刑
事
手
続
へ
の
被
害
者
の
参
加
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
六
三
号
（
一
九
九
九
年
）
三
〇
頁
以
下
、
川
出
・
前
掲
註
（
４
）
三
七
頁
等

を
参
照
。

（
９
）

な
お
、
本
稿
で
紹
介
・
検
討
す
る
イ
タ
リ
ア
刑
訴
法
に
お
い
て
は
、「
犯
罪
被
害
者
」
に
つ
い
て
も
、「
民
事
当
事
者
」
に
つ
い
て
も
、

被
害
者
の
法
技
術
的
補
助
者
な
い
し
代
理
人
に
つ
い
て
は
、
被
疑
者
・
被
告
人
の
場
合
と
同
じ
「
弁
護
人
（difen

sore

）」
の
語
が
用
い
ら

れ
て
い
る
。
日
本
語
表
現
と
し
て
は
、
む
し
ろ
「
補
佐
人
」
あ
る
い
は
「
付
添
人
」
等
の
用
語
の
ほ
う
が
妥
当
な
場
合
も
あ
る
か
も
し
れ
な

い
が
、
以
下
、
イ
タ
リ
ア
の
制
度
を
説
明
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
原
語
の
用
法
・
語
感
を
訳
語
に
反
映
す
る
た
め
、
あ
え
て
「
弁
護
人
」
に

訳
語
を
統
一
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
１０
）

も
っ
と
も
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、「
被
害
者
の
正
当
に
享
受
す
べ
き
利
益
が
保
障
さ
れ
て
は
じ
め
て
被
告
人
の
人
権
論
も
説
得
性
を
増

す
」（
田
宮
裕
『
刑
事
訴
訟
法
』（
有
斐
閣
、
新
版
、
一
九
九
六
年
）
三
八
頁
）、
あ
る
い
は
、「
被
害
者
保
護
運
動
の
盛
ん
な
国
で
は
被
疑
者

・
被
告
人
の
人
権
が
十
分
に
守
ら
れ
て
い
る
。
逆
に
被
疑
者
・
被
告
人
の
人
権
が
十
分
に
守
ら
れ
て
い
な
い
国
で
は
被
害
者
の
人
権
も
守
ら

れ
て
い
な
い
。
両
者
は
車
の
両
輪
の
よ
う
な
も
の
で
双
方
の
バ
ラ
ン
ス
が
保
た
れ
な
け
れ
ば
人
権
保
障
全
体
の
向
上
は
な
い
（
庭
山
英
雄

「
刑
事
手
続
に
お
け
る
被
害
者
問
題
」
専
修
法
学
論
集
七
五
号
（
一
九
九
九
年
）
一
四
〇
頁
）」
と
の
指
摘
も
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き

イタリア刑事手続における犯罪「被害者」の地位について（一）
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て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
１１
）

イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
は
、
犯
罪
被
害
者
が
刑
事
裁
判
の
中
で
損
害
賠
償
を
求
め
る
制
度
に
つ
い
て
は
、
通
常
、「
付
帯
私
訴
」
で
は
な
く
、

「
刑
事
手
続
に
お
け
る
民
事
訴
権
の
行
使
」、
あ
る
い
は
「
民
事
当
事
者
の
構
成
」
の
語
が
用
い
ら
れ
る
。

（
１２
）

川
出
・
前
掲
註
（
４
）
三
七
頁
。

二

「
犯
罪
被
害
者
」
と
「
民
事
当
事
者
」
の
概
念

�

イ
タ
リ
ア
現
行
刑
事
手
続
に
お
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
「
付
帯
私
訴
」
制
度
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
犯
罪
「
被
害
者
」
は
、
刑
事

訴
訟
の
な
か
で
、「
民
事
当
事
者
（parte

civile

）」
を
「
構
成
（costitu

ire

）」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
犯
罪
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害

の
賠
償
お
よ
び
原
状
回
復
を
求
め
る
た
め
、
民
事
訴
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き（
１３
）

る
。
他
方
、
犯
罪
「
被
害
者
」
に
は
―
―
当
該
犯
罪

か
ら
生
じ
た
損
害
に
対
す
る
民
事
上
の
損
害
賠
償
請
求
権
が
認
め
ら
れ
る
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
ま
た
、
認
め
ら
れ
る
場
合
に
実
際

に
刑
事
手
続
に
お
い
て
民
事
当
事
者
を
構
成
す
る
と
し
な
い
と
に
か
か
わ
ら
ず
―
―
直
接
に
、
刑
事
上
の
「
犯
罪
被
害
者
（person

a

offesa
dalreato

）」
と
し
て
刑
事
手
続
に
関
与
す
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
て
い
る
。

一
九
八
九
年
に
施
行
さ
れ
た
イ
タ
リ
ア
の
現
行
刑
事
訴
訟
法
に
お
い
て
は
、
こ
の
「
犯
罪
被
害
者
」
と
「
民
事
当
事
者
」
の
両
概
念

は
明
確
に
区
別
さ
れ
て
お（
１４
）

り
、
被
害
者
の
刑
事
手
続
へ
の
関
与
の
あ
り
方
は
、
そ
の
う
ち
ど
ち
ら
の
立
場
で
行
な
わ
れ
る
か
に
よ
っ
て

異
な
っ
て
く
る
も
の
と
さ
れ
る
。
そ
の
具
体
的
な
態
様
に
つ
い
て
は
後
に
詳
し
く
検
討
す
る
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
は
、
ま
ず
、
イ
タ

リ
ア
の
現
行
刑
訴
法
が
予
定
す
る
「
犯
罪
被
害
者
」
お
よ
び
「
民
事
当
事
者
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
概
念
の
定
義
、
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

主
体
に
予
定
さ
れ
て
い
る
刑
事
手
続
へ
の
参
加
・
関
与
形
態
の
一
般
的
な
特
徴
を
み
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

�

「
犯
罪
被
害
者
」
の
定
義
に
つ
い
て
、
イ
タ
リ
ア
現
行
刑
訴
法
は
何
ら
明
文
の
規
定
を
お
い
て
い
な
い
が
、
通
説
に
よ
れ
ば
、
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「
犯
罪
被
害
者
」
と
は
「
そ
の
侵
害
お
よ
び
危
殆
化
が
刑
事
上
違
法
な
行
為
の
本
質
を
構
成
す
る
よ
う
な
法
益
（ben

e
giu

ridico

）

の
帰
属
主
体
」
を
い
う
も
の
と
さ
れ
て
い（
１５
）

る
。
こ
の
定
義
に
よ
れ
ば
、「
犯
罪
被
害
者
」
に
は
、
刑
罰
規
定
に
よ
る
保
護
の
対
象
と
な

り
、
犯
罪
行
為
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
た
法
益
を
享
受
す
る
す
べ
て
の
主
体
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
然
人
だ
け
で

な
く
、
国
や
地
方
公
共
団
体
を
含
む
公
的
団
体
も
、
ま
た
、
私
的
な
団
体
も
、
法
人
格
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、「
犯
罪
被
害
者
」
と

し
て
刑
事
手
続
に
関
与
し
う（
１６
）

る
。

こ
の
意
味
で
の
刑
事
上
の「
犯
罪
被
害
者
」が
手
続
に
参
加
す
る
た
め
に
は
、
手
続
主
体
と
し
て
の
参
加「
適
格（legittim

azion
e

）」

お
よ
び
参
加
「
能
力
（capacità

）」
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
関
す
る
法
律
の
明
文
の
規
定
は
な
い

も
の
の
、
通
説
に
よ
れ
ば
、
裁
判
官
・
裁
判
所
は
、
当
事
者
の
請
求
ま
た
は
職
権
に
よ
り
、「
犯
罪
被
害
者
」
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す

る
者
が
、
違
反
の
あ
っ
た
刑
罰
規
定
の
保
護
法
益
の
帰
属
主
体
で
な
い
こ
と
、
あ
る
い
は
参
加
能
力
が
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
場
合

に
は
、
こ
の
者
を
手
続
か
ら
排
除
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
さ
れ（
１７
）

る
。

「
参
加
適
格
」
と
は
、
違
反
の
あ
っ
た
刑
罰
規
定
の
保
護
法
益
の
帰
属
主
体
に
あ
た
る
か
ど
う
か
の
問
題
で
あ
り
、
と
り
わ
け
当
該

規
定
の
保
護
法
益
の
帰
属
主
体
が
複
数
で
あ
る
場
合
、
そ
し
て
、
保
護
法
益
が
性
質
の
異
な
る
複
数
の
利
益
に
わ
た
る
場
合
に
つ
い
て

問
題
と
な
る（
１８
）

が
、
い
ず
れ
の
場
合
も
、
そ
の
範
囲
は
、
個
々
の
規
定
の
解
釈
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
虚
偽
告
訴
罪

（calu
n

n
ia

）
を
定
め
る
刑
法
三
六
八
条
に
つ
い
て
、
通
説
・
判
例
は
、
主
と
し
て
「
司
法
の
運
営
（am

m
in

istrazion
e

della

G
iu

stizia

）」
を
、
副
次
的
に
は
「
虚
偽
告
訴
さ
れ
た
者
（calu

n
n

iato

）」
を
そ
の
保
護
の
対
象
と
す
る
も
の
と
解
し
た
う
え
で
、

虚
偽
告
訴
さ
れ
た
私
人
に
も
刑
訴
法
上
の
「
犯
罪
被
害
者
」
と
し
て
の
権
利
・
資
格
を
認
め
て
い（
１９
）

る
。

も
ち
ろ
ん
、「
犯
罪
被
害
者
」
は
す
べ
て
の
犯
罪
類
型
に
つ
い
て
特
定
可
能
で
あ
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
被

害
者
な
き
犯
罪
」
の
ほ
か
、
公
共
の
安
全
（in

colu
m

ità
pu

bblica

）、
公
序
良
俗
（bu

on
costu

m
e

）、
宗
教
感
情
（sen

tim
en

to
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religioso

）
や
死
者
の
尊
厳
（pietà

dei
defu

n
ti

）
等
、
組
織
化
さ
れ
て
い
な
い
共
同
体
に
帰
属
す
る
よ
う
な
法
益
を
侵
害
す
る
犯

罪
に
つ
い
て
は
、
被
害
者
の
特
定
は
不
可
能
で
あ（
２０
）

り
、
刑
訴
法
も
、
不
可
能
で
あ
る
場
合
の
存
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い（
２１
）

る
。
な
お
、

後
述
の
よ
う
に
、
刑
事
上
の
「
犯
罪
被
害
者
」
の
手
続
へ
の
関
与
は
、
予
備
捜
査
段
階
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
場
合

の
「
被
害
者
」
の
特
定
お
よ
び
人
定
は
検
察
官
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、「
参
加
能
力
」
は
、
法
に
よ
り
認
め
ら
れ
た
権
利
お
よ
び
資
格
を
具
体
的
に
行
使
す
る
能
力
を
有
す
る
か
否
か
の

問
題
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
点
、
被
害
者
が
、
未
成
年
、
精
神
疾
患
に
よ
る
禁
治
産
者
ま
た
は
準
禁
治
産
者
で
あ
る
と
き
に
は
、

次
の
よ
う
な
扱
い
が
な
さ
れ
る
（
刑
訴
九
〇
条
二
項
、
刑
一
二
〇
条
、
一
二
一
条
参
照
）。
す
な
わ
ち
、
一
四
歳
以
上
の
未
成
年
ま
た

は
準
禁
治
産
者
の
場
合
に
は
、
被
害
者
と
し
て
自
ら
権
利
・
資
格
を
行
使
し
う
る
が
、
同
権
利
は
、
そ
の
両
親
、
後
見
人
ま
た
は
弁
護

人
に
よ
っ
て
も
、
独
立
し
て
、
本
人
の
明
示
ま
た
は
黙
示
の
意
思
に
か
か
わ
ら
ず
、
行
使
さ
れ
う
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
一
四
歳
未
満

の
未
成
年
お
よ
び
精
神
疾
患
に
よ
る
禁
治
産
者
の
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
、
親
権
者
ま
た
は
後
見
人
が
法
律
に
定
め
ら
れ
た
権
利
・

資
格
を
行
使
す
る
が
、
親
権
者
ま
た
は
後
見
人
が
な
い
、
あ
る
い
は
、
利
害
の
対
立
が
あ
る
場
合
に
は
、
特
別
後
見
人
が
こ
れ
を
行
使

す
る
。

�

刑
訴
法
は
、「
犯
罪
被
害
者
」
の
権
利
・
資
格
の
行
使
主
体
を
「
保
護
法
益
の
帰
属
主
体
」
以
外
に
も
若
干
拡
大
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
犯
罪
被
害
者
が
犯
罪
の
結
果
死
亡
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
近
親
者
が
法
律
に
定
め
る
権
利
・
資
格
を
行
使
す
る
（
刑
訴
九

〇
条
三
項
）。「
近
親
者
（prossim

i
con

giu
n

ti

）」
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
刑
法
三
〇
七
条
四
項
の
規
定
に
し
た
が
い
、
三
親
等
内

の
親
族
お
よ
び
姻
族
が
こ
れ
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
民
事
当
事
者
の
場
合
と
異
な
り
、
相
続
法
の
観
点
か
ら
定
め
ら
れ

た
も
の
で
は
な（
２２
）

い
。
し
た
が
っ
て
、
被
害
者
の
死
が
犯
罪
の
直
接
の
結
果
と
し
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
場
合
に
は
、
こ
れ
ら

の
者
に
は
「
民
事
当
事
者
」
を
構
成
し
て
刑
事
手
続
に
参
加
す
る
可
能
性
は
認
め
ら
れ
て
も
、「
犯
罪
被
害
者
」
と
し
て
の
参
加
は
認
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め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な（
２３
）

る
。

「
犯
罪
被
害
者
」
と
し
て
の
刑
事
手
続
上
の
権
利
・
資
格
の
行
使
主
体
の
拡
大
と
い
う
点
で
は
、
さ
ら
に
、「
犯
罪
に
よ
り
侵
害
さ

れ
た
法
益
を
代
表
す
る
社
団
・
協
会
」
の
制
度
に
も
言
及
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、「
営
利
を
目
的
と
し
な
い
社
団
ま
た

は
協
会
で
、
手
続
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
犯
罪
が
犯
さ
れ
る
前
に
、
当
該
犯
罪
に
よ
り
侵
害
さ
れ
た
法
益
の
保
護
を
目
的
と
す
る
こ
と

が
法
律
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
た
も
の
」
を
い
う
（
刑
訴
九
一
条
）。
こ
れ
は
、
よ
り
具
体
的
に
は
、
都
市
型
犯
罪
、
経
済
犯
罪
、

食
品
に
関
す
る
犯
罪
、
環
境
犯
罪
等
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
被
害
が
広
範
に
お
よ
ぶ
た
め
に
、
侵
害
さ
れ
た
法
益
の
帰

属
主
体
を
個
々
人
に
特
定
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
よ
う
な
犯
罪
に
つ
い
て
、
そ
の
被
害
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
法
律
の
明
文
の
規

定
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
「
政
治
的
創
造
物
と
し
て
の
被
害
者
（person

a
offesa

di
creazion

e
politica

）」
を
意
味
す（
２４
）

る
。
そ
の

具
体
例
と
し
て
は
、
一
九
八
八
年
二
月
二
四
日
付
の
委
任
立
法
令
第
五
八
号
の
一
八
七
条
に
よ
り
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
に
関
す
る
犯

罪
に
つ
い
て
「
犯
罪
に
よ
り
侵
害
さ
れ
た
法
益
を
代
表
す
る
社
団
・
協
会
」
と
し
て
の
地
位
を
認
め
ら
れ
て
い
る
「
会
社
・
証
券
取
引

委
員
会
（C

om
m

ission
e

n
azion

ale
per

la
società

e
la

borsa
;

C
O

N
S

O
B

）」
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。

「
犯
罪
に
よ
り
侵
害
さ
れ
た
法
益
を
代
表
す
る
社
団
・
協
会
」
は
、
犯
罪
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
た
法
益
の
帰
属
主
体
で
は
な
く
、
あ

く
ま
で
そ
の
「
政
治
的
代
表
」
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
犯
罪
被
害
者
と
異
な
り
、
刑
事
訴
訟
に
お
い
て
民
事
当
事
者
を
構
成
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
同
社
団
・
協
会
は
、
刑
事
手
続
に
お
い
て
は
い
か
な
る
意
味
で
も
「
当
事
者
」
と
な
る
こ
と
は

で
き
ず
、「
手
続
主
体
」
と
し
て
の
関
与
が
認
め
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
立
法
者
は
、
刑
事
手
続
に
お
け
る
当

事
者
の
均
衡
が
損
な
わ
れ
る
の
を
回
避
す
る
た
め
に
、
こ
の
程
度
の
関
与
を
認
め
る
に
と
ど
め
た
の
だ
と
の
指
摘
も
あ（
２５
）

る
。

「
犯
罪
に
よ
り
侵
害
さ
れ
た
法
益
を
代
表
す
る
社
団
・
協
会
」
は
、
参
加
申
立
書
を
提
出
の
上
、
そ
の
弁
護
人
を
通
じ
て
（
刑
訴
九

三
条
）、「
手
続
の
す
べ
て
の
段
階
お
よ
び
審
級
に
お
い
て
、
犯
罪
被
害
者
に
認
め
ら
れ
る
権
利
お
よ
び
資
格
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き

イタリア刑事手続における犯罪「被害者」の地位について（一）
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る
」（
刑
訴
九
一
条
）。
も
っ
と
も
、
刑
訴
法
は
、
そ
の
要
件
と
し
て
、
犯
罪
被
害
者
が
特
定
可
能
な
場
合
に
は
、「
犯
罪
被
害
者
の
同

意
」
を
要
求
し
て
い
る
。
犯
罪
被
害
者
は
、
複
数
の
社
団
・
協
会
に
同
意
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
同
意
は
い
か
な
る
時
点
で
も

取
消
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
取
消
し
後
再
び
同
意
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
刑
訴
九
二
条
）。
ま
た
、「
犯
罪
に
よ
り
侵
害
さ
れ
た

法
益
を
代
表
す
る
社
団
・
協
会
」
の
手
続
へ
の
参
加
申
立
は
、
公
判
の
冒
頭
手
続
に
お
け
る
当
事
者
構
成
の
確
認
手
続
の
修
了
ま
で
に

行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
刑
訴
九
四
条
）。
訴
訟
当
事
者
は
、
社
団
・
協
会
の
参
加
申
立
に
対
し
て
、
予
備
捜
査
裁
判
官
ま
た

は
裁
判
所
に
不
服
申
立
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
刑
訴
九
五
条
）。
以
上
の
手
続
は
、
す
べ
て
、
一
定
の
書
式
を
備
え
た
書
面
に
よ
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
っ
と
も
、
実
際
に
こ
の
制
度
が
利
用
さ
れ
る
例
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
と
さ
れ（
２６
）

る
。

�

こ
の
よ
う
に
、「
犯
罪
被
害
者
」
が
、
違
反
の
あ
っ
た
刑
罰
規
定
の
保
護
法
益
の
帰
属
主
体
と
し
て
、
犯
人
の
訴
追
お
よ
び
処

罰
の
利
益
を
追
求
す
る
た
め
に
刑
事
手
続
に
お
い
て
権
利
・
資
格
を
行
使
す
る
「
刑
事
上
の
被
害
者
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、「
民
事

当
事
者
」
は
、
犯
罪
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
の
賠
償
（risarcim

en
to

）
な
い
し
原
状
回
復
（restitu

zion
i

）
を
求
め
る
た
め
に
、

被
告
人
（im

pu
tato

）
な
い
し
民
事
有
責
者
（respon

sabile
civile

）
を
被
告
と
し
て
、
刑
事
手
続
の
中
で
民
事
訴
権
を
行
使
す
る

者
を
い
う
（
刑
訴
七
四
条
）。

「
民
事
当
事
者
」
と
し
て
刑
事
手
続
に
参
入
で
き
る
の
は
、
犯
罪
行
為
に
よ
り
財
産
的
・
非
財
産
的
損
害
を
被
っ
た
「
民
事
上
の
被

害
者
（person
a

dan
n

eggiata

）」
ま
た
は
そ
の
包
括
相
続
人
（su

ccessori
u

n
iversali

）
で
あ
る
。
刑
訴
法
は
、
こ
の
「
民
事
上

の
被
害
者
」
に
、
刑
事
手
続
の
中
で
加
害
者
に
対
す
る
民
事
上
の
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

犯
罪
行
為
に
よ
っ
て
財
産
的
・
非
財
産
的
損
害
を
被
っ
た
者
が
、
刑
事
手
続
内
に
お
い
て
民
事
訴
権
を
行
使
す
る
た
め
に
は
、
民
事

当
事
者
を
構
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
民
事
当
事
者
構
成
の
申
立
て
を
行
な
う
に
は
、
一
定
の
書
式
を
備
え
た
書
面
に
よ
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
（
刑
訴
七
八
条
）。
民
事
当
事
者
の
構
成
は
、
予
備
審（
２７
）

理
ま
た
は
公
判
審
理
に
お
い
て
の
み
可
能
で
あ
る
―
―
す
な
わ
ち
、
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予
備
捜
査
段
階
で
の
構
成
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
―
―
が
（
刑
訴
七
九
条
）、
そ
の
効
果
は
、
訴
訟
の
す
べ
て
の
段
階
お
よ
び
審
級
に

お
よ
ぶ
（
刑
訴
七
六
条
二
項
）。
い
ず
れ
の
場
合
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
冒
頭
手
続
に
お
い
て
、
民
事
当
事
者
の
構
成
が
申
立
て
ら
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
判
例
・
通
説
に
よ
れ
ば
、「
犯
罪
に
よ
り
侵
害
さ
れ
た
法
益
を
代
表
す
る
社
団
・
協
会
」
は
、
た
と
え
ば
、

社
団
・
協
会
自
体
の
名
誉
が
毀
損
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
そ
の
構
成
員
が
殺
害
さ
れ
た
り
し
て
、
当
該
犯
罪
に
よ
り
直
接
の
被
害
を
受

け
た
場
合
を
除
い
て
、「
民
事
当
事
者
」
を
構
成
す
る
こ
と
は
で
き
な（
２８
）

い
。

民
事
当
事
者
の
構
成
の
た
め
の
実
体
的
・
手
続
的
要
件
が
充
た
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
裁
判
官
・
裁
判
所
は
、
検
察
官
、
被
告

人
も
し
く
は
民
事
有
責
者
の
理
由
を
付
し
た
請
求
に
基
づ
き
、
ま
た
は
職
権
に
よ
り
、
民
事
当
事
者
の
排
除
（esclu

sion
e

）
を
命
ず

る
（
刑
訴
八
〇
条
、
八
一
条
）。

民
事
訴
権
は
、
刑
事
訴
訟
の
な
か
で
提
起
さ
れ
て
も
、
そ
の
民
事
的
性
質
を
失
わ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
民
事
上
の
被
害
者
は
、
当

事
者
処
分
権
主
義
に
従
い
、
た
と
え
ば
、
刑
事
訴
訟
の
終
結
前
に
被
告
人
に
よ
り
損
害
の
賠
償
や
原
状
回
復
が
な
さ
れ
た
よ
う
な
場
合

に
は
、
い
つ
で
も
民
事
当
事
者
の
構
成
を
撤
回
す
る
こ
と
が
で
き
（
刑
訴
八
二
条
）、
ま
た
、
刑
事
裁
判
所
は
、
民
事
当
事
者
に
よ
っ

て
請
求
さ
れ
た
額
以
上
の
賠
償
を
命
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
他
方
、
民
事
当
事
者
は
、
手
続
的
な
側
面
に
お
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、

民
事
訴
訟
法
で
は
な
く
、
刑
事
訴
訟
法
に
よ
り
保
障
さ
れ
る
権
利
を
行
使
し
、
同
法
に
定
め
ら
れ
た
手
続
・
方
式
に
従
う
こ
と
に
な

（
２９
）

る
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
ば
、
民
事
訴
訟
の
場
合
と
異
な
り
、
民
事
当
事
者
は
、
証
人
と
し
て
召
喚
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
り
、
そ
の

場
合
に
は
証
言
義
務
を
負
う
こ
と
に
な
る
（
こ
れ
に
対
し
て
、
民
事
訴
訟
法
二
四
六
条
は
、
当
事
者
を
証
人
と
し
て
召
喚
す
る
こ
と
を

認
め
て
い
な
い
）。

�

こ
の
よ
う
に
、
イ
タ
リ
ア
の
刑
訴
法
上
、「
犯
罪
被
害
者
」
と
し
て
刑
事
手
続
に
参
加
す
る
た
め
の
資
格
と
、「
民
事
当
事
者
」

を
構
成
す
る
た
め
の
資
格
は
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
。
前
者
は
、
違
反
の
あ
っ
た
刑
罰
規
定
の
保
護
法
益
の
帰
属
主
体
で
あ
る
「
刑

イタリア刑事手続における犯罪「被害者」の地位について（一）
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事
上
の
被
害
者
（person

a
offesa

）」
に
認
め
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
、
当
該
犯
罪
行
為
に
よ
っ
て
財
産
的
・
非
財
産
的
な

損
害
を
被
っ
た
「
民
事
上
の
被
害
者
（dan

n
eggiato

）」
に
認
め
ら
れ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
現
行
刑
訴
法
は
、
た
と
え
同
一
の
犯

罪
行
為
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、「
民
事
上
の
損
害
（dan

n
o

civile

）」
と
「
刑
事
上
の
被
害
（dan

n
o

crim
in

ale

）」

の
差
異
を
念
頭
に
お
い
て
（
前
者
は
、
犯
罪
行
為
か
ら
生
じ
た
損
害
で
、
経
済
的
等
価
に
よ
っ
て
の
み
代
償
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
の
に

対
し
て
、
後
者
は
、
犯
罪
が
犯
罪
た
る
た
め
に
必
然
的
に
伴
う
被
害
で
あ
る
と
さ
れ（
３０
）

る
）、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
被
害
者
」
の
刑
事
手
続
上

の
地
位
を
別
異
に
定
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
し
か
に
、
犯
罪
行
為
は
、
違
反
の
あ
っ
た
具
体
的
な
刑
法
規
定
の
保
護
法
益
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
（「
刑
事
上
の

被
害
」）、「
民
事
上
の
損
害
」
の
発
生
を
と
も
な
う
、
い
い
か
え
れ
ば
、
同
一
の
犯
罪
行
為
か
ら
、
同
時
に
刑
事
責
任
と
民
事
上
の
損

害
賠
償
責
任
が
生
ず
る
こ
と
が
多
い
。
ま
た
、
同
一
の
犯
罪
行
為
に
よ
る
「
刑
事
上
の
被
害
者
」
と
「
民
事
上
の
被
害
者
」
と
し
て
の

地
位
は
、
事
実
上
、
同
一
人
上
に
競
合
す
る
こ
と
も
多
く
、
し
た
が
っ
て
、
通
常
は
、
刑
事
手
続
上
、「
民
事
当
事
者
」
が
刑
事
上
の

「
犯
罪
被
害
者
」
を
兼
ね
る
こ
と
に
な（
３１
）

る
。

し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、「
刑
事
上
の
被
害
者
」
と
「
民
事
上
の
被
害
者
」
が
常
に
一
致
す
る
と
い
う
こ
と
ま
で
を
も
意
味
す
る
わ

け
で
は
な（
３２
）

い
。
と
い
う
の
も
、
犯
罪
行
為
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
民
事
上
の
損
害
は
、
違
反
の
あ
っ
た
刑
罰
規
定
の
保
護
法
益
の

帰
属
主
体
で
な
い
者
に
も
及
び
う
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
例
と
し
て
よ
く
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
犯
罪
行
為
に
よ
っ
て
被
害
者
が
死
亡
し

た
場
合
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
殺
人
の
場
合
に
は
、「
刑
事
上
の
被
害
者
」
は
殺
害
さ
れ
た
本
人
で
あ
る
が
、「
民
事
上
の
被
害
者
」
の

範
囲
は
そ
の
親
族
に
も
及（
３３
）

ぶ
。
ま
た
、
犯
罪
行
為
が
、
刑
罰
法
規
に
よ
り
保
護
さ
れ
た
法
益
を
侵
害
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
帰
属
主

体
以
外
の
者
の
、
他
の
法
規
に
よ
り
保
護
さ
れ
た
利
益
を
侵
害
す
る
場
合
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
公
文
書
偽
造
等
の
「
公
の
信
用
に
対

す
る
罪
」
に
あ
っ
て
は
、
刑
事
上
の
被
害
者
は
国
家
で
あ
っ
て
も
、
民
事
上
の
被
害
者
は
偽
造
さ
れ
た
文
書
に
よ
っ
て
損
害
を
被
っ
た
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私
人
で
あ
り
、
窃
盗
や
器
物
損
壊
の
場
合
も
、
民
事
上
は
、
そ
の
対
象
物
の
占
有
者
で
は
な
く
、
所
有
者
が
被
害
者
と
な
る
。

し
た
が
っ
て
、
た
と
え
「
刑
事
上
の
被
害
者
」
と
「
民
事
上
の
被
害
者
」
と
し
て
の
地
位
が
事
実
上
同
一
人
に
競
合
す
る
場
合
で
あ

っ
て
も
、
前
者
が
「
犯
罪
被
害
者
」
と
し
て
行
使
し
う
る
権
利
・
資
格
と
、
後
者
が
「
民
事
当
事
者
」
と
し
て
行
使
し
う
る
権
利
・
資

格
と
は
、
制
度
上
も
理
論
上
も
、
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
の
で
あ（
３４
）

る
。

�

現
行
刑
訴
法
に
お
け
る
「
犯
罪
被
害
者
」
お
よ
び
「
民
事
当
事
者
」
そ
れ
ぞ
れ
の
刑
事
手
続
へ
の
関
与
形
態
の
一
般
的
特
徴
に

つ
い
て
は
、
次
の
諸
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
に
、
刑
事
手
続
上
、「
犯
罪
被
害
者
」
に
は
純
粋
に
「
刑
事
的
（pen

alistico

）」
な
役
割
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、

「
民
事
当
事
者
」
に
は
「
民
事
的
（civilistico

）」
な
役
割
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

刑
事
上
の
「
犯
罪
被
害
者
」
に
は
、
刑
事
手
続
の
中
で
、
犯
人
の
刑
事
訴
追
お
よ
び
処
罰
を
求
め
る
「
私
的
利
益
」
を
追
求
す
る
役

割
が
与
え
ら
れ
て
い（
３５
）

る
。
い
い
か
え
れ
ば
、「
犯
罪
被
害
者
」
の
手
続
参
加
の
主
眼
は
、
と
り
わ
け
検
察
官
に
よ
る
捜
査
お
よ
び
公
訴

提
起
の
権
限
行
使
に
対
す
る
協
力
お
よ
び
統
制
に
お
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
現
行
刑
事
手
続
に
お
い
て
は
、
犯
罪
被

害
者
に
は
、
実
質
的
に
、
―
―
「
公
的
訴
追
者
」
と
の
関
係
で
は
二
次
的
な
意
味
を
持
つ
に
す
ぎ
な
い
に
せ
よ
―
―
「
私
的
訴
追
者

（accu
sa

pen
ale

privata

）」
な
い
し
「
補
充
的
訴
追
者
（accu

sa
su

ssidiaria

）」
と
し
て
の
役
割
が
付
与
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

（
３６
）

る
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
民
事
当
事
者
」
の
刑
事
手
続
へ
の
参
加
は
、
犯
罪
行
為
か
ら
生
じ
た
財
産
的
・
非
財
産
的
損
害
の
賠
償
お
よ

び
原
状
回
復
を
求
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
な
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
「
犯
罪
被
害
者
」
と
「
民
事
当
事
者
」
の
刑
事

手
続
の
参
加
の
「
目
的
」
の
区
別
に
つ
い
て
は
、
後
述
の
よ
う
に
、
刑
訴
法
は
多
分
に
曖
昧
さ
を
残
し
て
も
い
る
。
と
い
う
の
も
、
犯

罪
被
害
者
に
認
め
ら
れ
た
権
利
・
資
格
の
な
か
に
は
、
将
来
の
民
事
当
事
者
の
構
成
の
た
め
の
準
備
活
動
と
し
て
認
め
ら
れ
た
と
解
さ

れ
る
も
の
も
少
な
く
な
く
、
他
方
、
民
事
上
の
被
害
者
も
、
刑
事
手
続
の
な
か
で
損
害
賠
償
請
求
権
を
行
使
す
る
こ
と
を
選
択
す
る
場

イタリア刑事手続における犯罪「被害者」の地位について（一）

（阪大法学）５３（５―１３）１０８７〔２００４．１〕



合
に
は
、
―
―
損
害
の
賠
償
お
よ
び
原
状
回
復
に
関
す
る
判
断
に
被
告
人
の
刑
事
責
任
に
つ
い
て
の
判
断
が
先
行
す
る
こ
と
に
な
る
以

上
―
―
少
な
く
と
も
間
接
的
に
は
、
裁
判
機
関
に
よ
っ
て
加
害
者
の
刑
事
責
任
を
確
認
し
て
も
ら
う
利
益
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
否
定

で
き
な
い
か
ら
で
あ（
３７
）

る
。

第
二
に
、
犯
罪
被
害
者
は
、「
手
続
主
体
（soggetto

processu
ale

）」
で
は
あ
っ
て
も
、「
当
事
者
（parte

）」
で
は
な
い
と
さ
れ

る
の
に
対
し（
３８
）

て
、「
民
事
当
事
者
」
に
は
、
正
面
か
ら
「
当
事
者
」
た
る
地
位
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
民
事
当
事
者
」
は
、

被
告
人
、
民
事
有
責
者
、
金
銭
刑
支
払
民
事
債
務
者
と
と
も
に
、「
私
人
当
事
者
（parte

privata

）」
の
一
人
と
し
て
扱
わ
れ
れ
る

の
で
あ
る
。
こ
こ
に
い
う
「
当
事
者
性
」
の
有
無
は
、
�
裁
判
所
に
対
し
て
、
審
判
対
象
（giu

dican
da

）
に
つ
い
て
審
判
を
求
め

る
権
利
、
�
立
証
権
（diritto

alla
prov

（
３９
）

a

）、
�
証
拠
調
べ
へ
の
参
加（
４０
）

権
、
�
弁
論
を
行
な
う
権
利
、
�
本
案
判
決
に
対
す
る
上
訴

権
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
に
な（
４１
）

る
。

第
三
に
、
そ
の
手
続
関
与
の
「
時
期
」
と
い
う
点
で
も
、「
犯
罪
被
害
者
」
と
「
民
事
当
事
者
」
両
者
の
手
続
へ
の
関
与
形
態
は
対

照
的
で
あ（
４２
）

る
。
す
な
わ
ち
、
わ
が
国
に
お
け
る
「
捜
査
」
に
相
当
す
る
予
備
捜
査
段
階
に
お
い
て
は
、
刑
事
上
の
「
犯
罪
被
害
者
」
は
、

特
定
の
証
拠
の
保
全
を
求
め
、
刑
事
訴
権
の
行
使
を
促
し
、
公
判
開
始
を
求
め
る
利
益
を
追
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
に
対
し
て
、「
民

事
当
事
者
」
と
し
て
の
関
与
は
、
予
備
捜
査
段
階
に
お
い
て
は
、
そ
の
前
提
と
な
る
「
構
成
」
自
体
が
許
さ
れ
て
お
ら
ず
、
将
来
の
損

害
賠
償
義
務
履
行
確
保
の
た
め
に
裁
判
官
に
被
疑
者
の
所
有
物
等
の
押
収
を
請
求
す
る
こ
と
さ
え
も
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、

い
っ
た
ん
公
訴
提
起
が
な
さ
れ
る
と
、
こ
の
立
場
は
逆
転
し
、「
民
事
当
事
者
」
に
は
「
当
事
者
」
と
し
て
の
訴
訟
参
加
が
認
め
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
の
に
対
し
て
、「
犯
罪
被
害
者
」
と
し
て
は
、
後
述
の
よ
う
に
、
相
手
方
に
何
ら
応
答
義
務
を
も
生
じ
さ
せ
な
い
上
申

書
の
提
出
や
証
拠
の
「
指
摘
」
が
認
め
ら
れ
る
に
と
ど
ま
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
一
般
に
、
以
上
の
よ
う
な
「
犯
罪
被
害
者
」
と
「
民
事
当
事
者
」
の
―
―
あ
る
い
は
、「
刑
事
上
の
被
害
者
」
と
「
民

論 説
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事
上
の
被
害
者
」
と
し
て
の
―
―
刑
事
手
続
へ
の
関
与
の
あ
り
方
の
相
違
は
、
い
わ
ゆ
る
「
付
帯
私
訴
」
制
度
に
対
す
る
現
行
刑
訴
法

の
立
法
者
の
基
本
的
態
度
と
密
接
に
関
係
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
次
に
、
両
概
念
の
歴
史
的
な
沿
革
に
つ
い
て
、

簡
単
に
み
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

（
１３
）

イ
タ
リ
ア
刑
法
一
八
五
条
は
、「
す
べ
て
の
犯
罪
は
、
民
事
法
に
よ
る
原
状
回
復
義
務
を
生
じ
さ
せ
（
一
項
）」、「
財
産
的
ま
た
は
非
財

産
的
損
害
を
生
ぜ
し
め
た
犯
罪
は
、
犯
人
お
よ
び
民
事
法
に
よ
り
犯
人
の
行
為
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
と
さ
れ
る
者
に
、
損
害
賠
償
の
義
務

を
生
じ
さ
せ
る
（
二
項
）」
旨
定
め
て
い
る
。

（
１４
）

現
行
刑
訴
法
の
準
備
法
案
理
由
書
も
、
こ
の
両
概
念
の
区
別
の
重
要
性
に
つ
い
て
強
調
し
て
い
る
（R

elazion
e

al
progetto

prelim
in

are,pp.77-78
）。

（
１５
）

T
R

A
N

C
H

IN
A

,P
erson

a
offesa

,in
E

n
c.giu

r.T
reccan

i,vol.X
X

III,1990,p.1.

（
１６
）

T
E

S
S

A
,L

a
person

a
offesa

d
alreato

n
elprocesso

pen
ale,G

iappich
elli,1996,p.10.

（
１７
）

A
M

O
D

IO
,C

om
m

en
to

all’art.90
,in

A
M

O
D

IO
-D

O
M

IN
IO

N
I

(a
cu

ra
di),C

om
m

en
tario

d
el

n
u

ovo
cod

ice
d

i
proced

u
ra

pen
ale,

vol.I,
G

iu
ffrè,

1989,
p.

548.
そ
の
根
拠
は
、
犯
罪
被
害
者
に
認
め
ら
れ
た
刑
事
手
続
上
の
権
利
・
資
格
の
重
要
性
に
鑑
み
て
、

当
事
者
に
は
そ
の
排
除
の
利
益
を
十
分
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
そ
し
て
、
後
述
の
「
犯
罪
に
よ
り
侵
害
さ
れ
た
法
益
を
代
表
す
る

社
団
・
協
会
」
の
手
続
参
加
に
対
し
て
は
、
当
事
者
に
よ
る
異
議
申
立
の
制
度
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
（
刑
訴
九
五
条
）
か
ら
の
類
推
に

求
め
ら
れ
る
。

（
１８
）

T
E

S
S

A
,

L
a

person
a

offesa
,

cit.,
p.

10.

同
書
は
、
保
護
法
益
の
帰
属
主
体
が
複
数
人
に
わ
た
る
場
合
と
し
て
、
居
住
権
者
が
複
数

い
る
住
居
へ
の
侵
入
罪
（violazion

e
di

dom
icilio

）
の
例
を
、
ま
た
、
保
護
法
益
が
性
質
の
異
な
る
複
数
の
利
益
に
わ
た
る
場
合
と
し
て
、

職
務
の
公
正
お
よ
び
私
人
の
財
産
権
と
い
う
二
つ
の
保
護
法
益
を
も
つ
賄
賂
要
求
罪
（con

cu
ssion

e

）
の
例
を
挙
げ
て
い
る
。

（
１９
）

C
ass.,sez.V

I,15
m

aggio
1998,D

e
L

u
cia,in

C
ass.pen

.,1999,p.1477.

（
２０
）

T
E

S
S

A
,L

a
person

a
offesa

,cit.,p.11.

（
２１
）

た
と
え
ば
、
刑
訴
法
四
一
七
条
ａ
号
は
、
公
判
開
始
請
求
書
の
記
載
事
項
の
一
つ
と
し
て
、「
被
害
者
の
身
元
」
を
挙
げ
る
に
あ
た
り
、

イタリア刑事手続における犯罪「被害者」の地位について（一）
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「
そ
の
特
定
が
可
能
で
あ
れ
ば
」
と
の
条
件
を
付
し
て
い
る
。

（
２２
）

T
R

A
N

C
H

IN
A

,P
erson

a
offesa

d
alreato,cit.,p.6.

（
２３
）

G
H

IA
R

A
,C

om
m

en
to

all’art.90
,in

C
H

IA
V

A
R

IO
(a

cu
ra

di),C
om

m
en

to
al

n
u

ovo
cod

ice
d

i
proced

u
ra

pen
ale,vol.I,

U
tet,1989,p.415.

（
２４
）

「
犯
罪
に
よ
り
侵
害
さ
れ
た
法
益
を
代
表
す
る
社
団
・
協
会
」
の
制
度
趣
旨
に
つ
い
て
は
、S

IR
A

C
U

S
A

N
O

-G
A

L
A

T
I -T

R
A

N
C

H
IN

A

-Z
A

P
P

A
L

À
,D

iritto
processu

ale
pen

ale,vol.I,3
a

ed.,G
iu

ffrè,2001,pp.197
ss.;

T
O

N
IN

I ,M
an

u
ale

d
i

proced
u

ra
pen

ale,

5
a,G

iu
ffrè,2003,pp.142

ss.

を
参
照
。

（
２５
）

T
O

N
IN

I ,M
an

u
ale,cit.,p.144.

（
２６
）

T
O

N
IN

I ,M
an

u
ale,cit.,p.142.

（
２７
）

予
備
審
理
制
度
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
後
述
四
以
下
を
参
照
。

（
２８
）

C
ass.,sez.IV

,8
m

arzo
1986,B

ossi,in
C

ass.pen
.,1986,p.1599.

（
２９
）

T
O

N
IN

I ,M
an

u
ale,cit.,pp.139-140.

（
３０
）

G
U

A
L

T
IE

R
I ,S

oggetto
passivo,person

a
offesa

e
d

an
n

eggiato
d

al
reato

:
profili

d
ifferen

ziali,in
R

iv.it.d
ir.e

proc.

pen
.,1995,p.1080.

（
３１
）

C
O

R
D

E
R

O
,C

od
ice

d
iproced

u
ra

pen
ale

com
m

en
tato,2

a
ed.,U

tet,1992,p.89
;

T
O

N
IN

I ,M
an

u
ale,cit.,p.132.

（
３２
）

T
E

S
S

A
,L

a
person

a
offesa

,cit.,p.8.

（
３３
）

刑
事
上
の
被
害
者
と
民
事
上
の
被
害
者
が
異
な
る
例
と
し
て
、L

O
Z

Z
I ,

L
ezion

i
d

i
proced

u
ra

pen
ale,

3
a

ed.,
G

iappich
elli,

2000,
p.

119

は
、
次
の
よ
う
な
例
を
挙
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
甲
が
、
不
注
意
に
よ
り
、
自
己
の
自
動
車
を
、
乙
が
所
有
し
、
丙
が
運
転

し
て
い
た
自
動
車
に
衝
突
さ
せ
、
丙
に
傷
害
を
負
わ
せ
た
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
丙
は
、
刑
事
上
の
犯
罪
被
害
者
で
あ
る
と
同
時
に
民
事
上

の
被
害
者
で
あ
る
こ
と
に
な
る
の
に
対
し
、
乙
に
は
刑
事
上
の
被
害
者
と
し
て
の
地
位
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

（
３４
）

S
C

IL
L

IT
A

N
I ,C

om
m

en
to

all’art.90
,in

L
U

P
O

-L
A

T
T

A
N

Z
I ,C

od
ice

d
iproced

u
ra

pen
ale,libro

I,G
iu

ffrè,1998,p.517
;

T
O

N
IN

I ,M
an

u
ale,cit.,p.134.

（
３５
）

T
O

N
IN

I ,
M

an
u

ale,
cit.,

p.
132.

刑
事
手
続
内
に
お
い
て
有
罪
判
決
を
得
る
利
益
は
検
察
官
に
帰
属
す
る
が
、
被
害
者
は
、
よ
り
一
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般
的
に
犯
人
訴
追
・
処
罰
を
求
め
る
私
的
利
益
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。

（
３６
）

A
M

O
D

IO
,

C
om

m
en

to
all’art.

90
,

cit.,
p.

536.

学
説
の
中
に
は
、
こ
の
こ
と
は
、
犯
罪
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
た
法
益
の
帰
属
主
体

た
る
被
害
者
が
被
告
人
の
「
自
然
な
敵
対
者
」
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、「
訴
追
側
」
と
防
御
側
の
対
話
的
関
係
を
重
視
す
る
弾

劾
主
義
と
も
適
合
的
で
あ
る
と
説
く
も
の
も
あ
る
（G

H
IA

R
A

,C
om

m
en

to
all’art.90

,cit.,p.406

）。

（
３７
）

D
E

L
L

A
S

A
L

A
,

N
atu

ra
giu

rid
ica

d
ella

azion
e

civile
n

el
proesso

pen
ale

e
con

segu
en

ze
su

l
d

an
n

o,
in

R
iv.

it.
d

ir.
e

proc.pen
.,1989,pp.1092

ss.;
S

Q
U

A
R

C
IA

,L
’azion

e
d

id
an

n
o

n
elprocesso

pen
ale,C

edam
,2002,pp.14

ss.

（
３８
）

G
H

IA
R

A
,

C
om

m
en

to
all’art.

90
,

cit.,
p.

405
;

S
IR

A
C

U
S

A
N

O
-G

A
L

A
T

I -T
R

A
N

C
H

IN
A

-Z
A

P
P

A
L

À
,

D
iritto

processu
ale

pen
ale,vol.I,cit.,p.193.

（
３９
）

「
立
証
権
」
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
、
後
述
五
を
参
照
。

（
４０
）

例
え
ば
、「
私
人
当
事
者
」
の
尋
問
に
は
、
他
の
「
第
三
者
」
の
証
人
尋
問
一
般
と
は
異
な
る
規
則
が
妥
当
し
、
ま
た
、
捜
査
機
関
に
よ

っ
て
採
ら
れ
た
供
述
調
書
の
公
判
で
の
「
使
用
可
能
性
（u

tilizzabilità

）」
に
関
す
る
規
則
も
、
そ
の
供
述
主
体
が
「
私
人
当
事
者
」
で
あ

る
か
、
そ
れ
以
外
の
「
第
三
者
」
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

（
４１
）

A
M

O
D

IO
,C

om
m

en
to

all’art.90
,cit.,p.541.

（
４２
）

A
M

O
D

IO
,C

om
m

en
to

all’art.90
,cit.,pp.536

ss.;
T

O
N

IN
I ,M

an
u

ale,cit.,pp.132
ss.

三

歴

史

的

沿

革

�

イ
タ
リ
ア
旧
刑
訴
法
（
一
九
三
〇
年
の
ロ
ッ
コ
法
典
）
に
お
け
る
被
害
者
の
取
扱
い
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
の
影
響
下
に
あ
っ
て
、

「
民
事
当
事
者
」
と
し
て
の
参
加
を
中
心
に
据
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
、
当
時
は
、
い
わ
ゆ
る
付
帯
私
訴
の
制
度
、
す
な
わ
ち
、「
民
事
当
事
者
構
成
の
制
度
（istitu

to
della

costitu
zion

e
di

parte
civile

）
」
が
、
「
司
法
の
一
体
性
（u

n
ità

della
giu

risdizion

（
４３
）

e

）
」
や
「
民
事
訴
訟
に
対
す
る
刑
事
訴
訟
の
優
越
（prem

in
en

za
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del
processo

pen
ale

su
qu

ello
civile

）」
と
い
っ
た
諸
原
則
を
具
体
化
す
る
た
め
の
制
度
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
も
よ

（
４４
）

る
。
こ
れ
ら
の
原
則
か
ら
は
、
訴
訟
経
済
（econ

om
ia

dei
giu

dizi

）
上
の
要
請
か
ら
も
、
ま
た
、
民
事
判
決
と
刑
事
判
決
の
矛
盾

を
回
避
す
る
と
い
う
意
味
（opportu

n
ità

di
evitare

con
trasti

di
giu

dican
ti

）
で（
４５
）

も
、
民
事
訴
訟
に
対
す
る
刑
事
訴
訟
の
「
先

決
性
（pregiu

dizialità

）」
が
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
つ
、
そ
う
で
あ
る
以
上
、
立
法
者
に
は
、
民
事
上
の
被
害
者
の
刑

事
訴
訟
へ
の
参
加
の
機
会
を
保
障
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ（
４６
）

る
。

そ
の
結
果
、
犯
罪
行
為
に
よ
っ
て
民
事
上
の
損
害
を
被
っ
た
被
害
者
に
は
、
事
実
上
、
刑
事
訴
訟
の
中
で
損
害
賠
償
請
求
の
訴
え
を

提
起
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
旧
刑
訴
法
は
、
こ
の
よ
う
な
原
則
の
も
と
で
、
た
と
え
被
害
者

に
よ
っ
て
民
事
ま
た
は
行
政
訴
訟
が
提
起
さ
れ
て
も
、
民
事
裁
判
所
は
、
当
該
犯
罪
に
関
す
る
刑
事
訴
訟
が
終
結
す
る
ま
で
手
続
を
停

止
す
る
と
と
も
に
、
訴
訟
資
料
等
を
、
共
和
国
検
事
正
（procu

ratore
della

R
epu

bblica

）
を
通
じ
て
刑
事
裁
判
所
に
送
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
と
と
も
に
（
旧
刑
訴
三
条
）、
い
ず
れ
に
し
て
も
そ
の
結
果
は
刑
事
訴
訟
の
結
果
に
拘
束
さ
れ
る
も
の

と
し
て
い
た
（
旧
刑
訴
二
五
条
な
い
し
二
八
条
）
か
ら
で
あ（
４７
）

る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
旧
刑
訴
法
に
お
け
る
付
帯
私
訴
制
度
は
、
基
本
的

に
、
被
害
者
保
護
の
観
点
か
ら
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
、「
民
事
手
続
の
付
帯
性
の
原
則
」
の
具
体
化
と
い
う
観
点
か
ら
組
み
立
て

ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ（
４８
）

る
。

も
っ
と
も
、
こ
の
原
則
に
関
し
て
は
、
一
九
六
八
年
以
降
、
被
害
者
の
加
害
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
の
便
宜
を
は
か
る
た
め
に

こ
れ
を
緩
和
す
る
方
向
で
憲
法
院
が
違
憲
判
決
を
言
渡
す（
４９
）

等
の
動
き
も
あ
り
、
被
害
者
の
利
益
保
護
の
重
要
性
が
次
第
に
司
法
の
場
に

お
い
て
も
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
は
な
っ
て
き
て
い（
５０
）

た
。

他
方
で
、
旧
刑
訴
法
は
、
刑
事
上
の
「
犯
罪
被
害
者
」
の
手
続
へ
の
関
与
に
は
重
き
を
お
い
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

た
し
か
に
、
旧
刑
訴
法
の
当
初
の
規
定
の
な
か
に
も
、
正
面
か
ら
「
刑
事
上
の
被
害
者
」
の
刑
事
手
続
へ
の
関
与
に
つ
い
て
定
め
た
規
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定
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
同
法
三
〇
六
条
は
、「
被
害
者
に
い
か
な
る
手
続
上
の
権
利
を
認
め
る
も
の
で
も
な
い
」

と
の
限
定
を
付
し
つ
つ
も
、「
予
審
の
す
べ
て
の
時
点
に
お
い
て
」、「
上
申
書
を
提
出
し
、
証
拠
を
指
摘
し
、
真
実
発
見
の
た
め
に
捜

査
を
行
な
う
こ
と
を
提
案
」
す
る
「
資
格
（facoltà

）」
を
「
犯
罪
被
害
者
」
に
認
め
て
い（
５１
）

た
。
ま
た
、
同
法
三
〇
〇
条
は
、
予
審
判

事
が
、
被
疑
者
の
召
喚
・
勾
引
・
逮
捕
・
勾
留
の
命
令
（m

an
dato

）
を
発
付
す
る
前
に
、
被
疑
者
と
の
対
審
の
も
と
で
告
訴
人
等

ま
た
は
「
犯
罪
被
害
者
」
の
意
見
を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
旨
定
め
て
い（
５２
）

た
。
さ
ら
に
、
同
法
四
〇
八
条
二
項
は
、「
民
事
当
事
者
」
だ

け
で
な
く
、「
犯
罪
被
害
者
、
告
訴
人
ま
た
は
告
発
人
」
も
証
人
と
し
て
召
喚
さ
れ
る
旨
、
ま
た
、
四
八
八
条
一
項
は
、
証
人
尋
問
の

順
序
を
決
定
す
る
際
に
は
、「
民
事
当
事
者
を
構
成
し
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
」、「
犯
罪
被
害
者
」
を
優
先
す
る
旨
定
め
て
い
た
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
制
度
は
、
基
本
的
に
は
、
被
害
者
の
刑
事
手
続
へ
の
参
加
を
保
障
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
被
害
者
を
検

察
官
の
協
力
者
と
し
て
あ
る
い
は
「
証
拠
方
法
」
の
一
つ
と
し
て
扱
う
こ
と
に
重
点
を
お
い
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え（
５３
）

る
。

こ
の
よ
う
な
基
本
的
枠
組
を
出
発
点
と
し
な
が
ら
も
、「
犯
罪
被
害
者
」
の
刑
事
手
続
へ
の
参
加
の
可
能
性
は
、
一
九
五
〇
年
代
以

降
徐
々
に
拡
大
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
一
九
五
五
年
六
月
一
八
日
の
法
律
第
五
一
七
号
に
よ
っ
て
旧
刑
訴
法
三
〇
四

条
の
二
が
追
加
さ
れ
た
が
、
そ
の
二
項
は
、
法
律
の
明
文
に
よ
っ
て
例
外
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
を
除
い
て
、
予
審
段
階
に
お
け
る

現
場
再
現
、
鑑
定
、
捜
索
、
同
一
性
確
認
に
お
い
て
、
被
害
者
に
立
会
い
を
許
し
て
い
る
。
こ
の
立
会
い
は
、
予
審
判
事
が
「
必
要
と

思
料
す
る
」
場
合
ま
た
は
検
察
官
も
し
く
は
被
告
人
の
弁
護
人
の
請
求
が
あ
る
場
合
に
の
み
認
め
ら
れ
る
も
の
で
、
か
な
ら
ず
し
も
被

害
者
の
手
続
へ
の
参
加
権
を
保
障
す
る
趣
旨
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
か
っ
た（
５４
）

が
、
そ
の
後
、
一
九
六
九
年
一
二
月
五
日
の
法
律
第
九
三

二
号
お
よ
び
一
九
七
二
年
一
二
月
一
五
日
の
法
律
第
七
七
三
号
に
よ
る
刑
訴
法
三
〇
四
条
一
項
の
改
正
に
よ
っ
て
、
一
定
の
捜
査
手
続

に
関
し
て
、「
私
人
当
事
者
と
し
て
の
利
益
を
持
ち
う
る
者
」
お
よ
び
「
私
人
当
事
者
の
身
分
を
持
ち
う
る（
５５
）

者
」
へ
の
通
知
（「
手
続
に

関
す
る
通
知
（avviso

diprocedim
en

to

）
」
、
後
に
「
司
法
通
知
（com

u
n

icazion
e

giu
diziaria

）
」
へ
と
名
称
が
改
め
ら
れ
た
）
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が
義
務
づ
け
ら
れ
る
と
と
も
に
、
同
者
に
弁
護
人
選
任
権
が
認
め
ら
れ
る
等
、「
犯
罪
被
害
者
」
の
刑
事
手
続
へ
の
関
与
の
可
能
性
が

拡
大
さ
れ
た
。
こ
の
通
知
を
受
け
る
権
利
お
よ
び
弁
護
人
選
任
権
は
、
犯
人
の
訴
追
・
処
罰
を
求
め
る
と
い
う
純
粋
に
刑
事
上
の
利
益

の
追
求
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、「
犯
罪
被
害
者
」
が
民
事
当
事
者
と
し
て
刑
事
手
続
の
中
で
民
事
上
の
損

害
賠
償
を
請
求
す
る
た
め
の
準
備
の
便
宜
の
た
め
に
保
障
さ
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
そ
の
意
味
で
、
刑
事
上
の
「
犯
罪
被
害

者
」
が
刑
事
手
続
内
に
お
い
て
追
求
す
べ
き
利
益
の
存
在
を
正
面
か
ら
認
め
た
も
の
で
は
な
か
っ
た（
５６
）

が
、
結
果
と
し
て
み
れ
ば
、
被
害

者
の
手
続
上
の
地
位
の
強
化
に
つ
な
が
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
い
さ
さ
か
一
貫
性
を
欠
い
た
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
一
九
六
〇
年
代
以
降
、「
犯
罪
被
害
者
」
の
手
続
関
与
の
可

能
性
が
拡
大
さ
れ
て
き
た
理
由
は
、
一
般
に
、
予
審
に
お
け
る
被
告
人
の
防
御
権
の
強
化
と
の
均
衡
を
は
か
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
に

求
め
ら
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
右
に
挙
げ
た
よ
う
な
改
正
は
、
旧
刑
訴
法
の
基
本
的
枠
組
そ
れ
自
体
を
変
え
る
ほ
ど
の
影
響

力
を
も
つ
に
は
至
ら
な
か
っ（
５７
）

た
。
そ
の
主
た
る
理
由
は
、
刑
事
上
の
違
法
行
為
に
対
す
る
訴
追
の
任
務
は
、
国
家
に
排
他
的
に
帰
属
す

る
と
の
基
本
的
発
想
を
出
発
点
と
す
る
旧
刑
訴
法
に
お
い
て
は
、
刑
事
上
の
「
犯
罪
被
害
者
」
に
犯
人
訴
追
の
利
益
を
追
求
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
権
利
・
資
格
を
正
面
か
ら
認
め
る
こ
と
に
困
難
が
あ
っ
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
て
い（
５８
）

る
。

そ
こ
で
、
旧
法
下
に
お
い
て
、
刑
事
上
の
犯
罪
被
害
者
が
犯
人
の
刑
事
責
任
を
追
及
す
る
た
め
に
は
、
基
本
的
に
は
、
告
訴
権
の
行

使
、
証
人
と
し
て
の
証
言
、
民
事
当
事
者
の
構
成
等
、
そ
れ
自
体
を
本
来
の
目
的
と
す
る
わ
け
で
は
な
い
諸
制
度
を
利
用
す
る
ほ
か
な

か
っ（
５９
）

た
。
な
か
で
も
、
付
帯
私
訴
制
度
は
、
し
ば
し
ば
、
一
リ
ラ
と
い
っ
た
象
徴
的
な
額
の
損
害
賠
償
を
求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
事

実
上
、「
刑
事
上
の
犯
罪
被
害
者
」
の
刑
事
手
続
へ
の
参
加
を
保
障
す
る
機
能
を
果
た
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
、
実
際
、
学
説

の
な
か
に
は
、「
私
人
訴
追
」
的
な
発
想
か
ら
同
制
度
に
刑
事
上
の
機
能
を
積
極
的
に
認
め
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
も
存
在
し
た
が
、

通
説
的
地
位
を
獲
得
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ（
６０
）

た
。
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い
ず
れ
に
せ
よ
、
旧
法
の
予
定
し
て
い
た
制
度
の
基
本
枠
組
に
お
い
て
は
、「
民
事
上
の
被
害
者
」
の
「
民
事
当
事
者
」
と
し
て
の

刑
事
手
続
へ
の
関
与
は
、
基
本
的
に
「
刑
事
訴
訟
の
優
越
」
原
則
の
具
体
化
と
い
う
観
点
か
ら
認
め
ら
れ
て
い
た
に
過
ぎ
ず
、
他
方
、

「
刑
事
上
の
被
害
者
」
の
関
与
は
、「
刑
事
訴
権
の
行
使
の
よ
う
な
重
要
か
つ
困
難
な
職
務
に
（
検
察
官
と
は
）
異
な
る
要
素
の
重
複

や
介
入
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
旧
刑
訴
法
施
行
法
理
由（
６１
）

書
）
」
と
の
国
家
主
義
的
な
発
想
の
も
と
で
、
断
片
的
な
も
の
に
と
ど

ま
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ（
６２
）

る
。

�

と
こ
ろ
で
、
旧
刑
訴
法
の
も
と
で
、
判
例
―
―
と
り
わ
け
、
憲
法
院
に
よ
る
違
憲
判
決
―
―
や
立
法
、
学
説
に
よ
っ
て
断
片
的

に
せ
よ
修
正
さ
れ
て
き
た
「
犯
罪
被
害
者
」
お
よ
び
「
民
事
当
事
者
」
の
手
続
上
の
地
位
に
関
す
る
枠
組
は
、
一
九
七
八
年
の
刑
事
訴

訟
法
改
正
法
案
に
よ
っ
て
、
一
貫
し
た
か
た
ち
に
ま
と
め
な
お
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
同
法
案
は
、「
弾
劾
主
義
」
に
し
た
が
っ
て

一
九
三
〇
年
の
刑
事
訴
訟
法
を
全
面
改
正
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
起
草
さ
れ
た
も
の
の
、
当
時
の
政
治
的
状
況
の
も
と
で
廃
案
と
な

り
、
結
局
日
の
目
を
み
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る（
６３
）

が
、「
被
害
者
」
の
刑
事
手
続
上
の
位
置
づ
け
に
関
し
て
は
、
そ
の
後
の
立
法

の
方
向
性
を
決
定
づ
け
る
も
の
と
な
っ
た
。
そ
の
内
容
を
、
同
法
案
の
理
由
書
に
し
た
が
っ
て
み
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な（
６４
）

る
。

ま
ず
、
刑
事
訴
権
と
民
事
訴
権
の
関
係
に
つ
い
て
、
理
由
書
は
、「
糺
問
主
義
的
諸
原
則
に
裏
づ
け
ら
れ
た
現
行
刑
訴
法
と
は
基
本

的
に
異
な
り
、
弾
劾
主
義
的
諸
原
則
に
裏
づ
け
ら
れ
た
」
新
刑
事
手
続
の
構
造
に
お
い
て
は
、
刑
事
訴
訟
と
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
の
関

係
も
異
な
っ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
実
際
、
法
案
は
、
旧
刑
訴
法
下
に
お
い
て
妥
当
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
「
司
法

の
一
体
性
」
原
則
を
否
定
し
、
刑
事
確
定
判
決
の
拘
束
力
（efficacia

vin
colan

te

）
を
、
原
則
と
し
て
、
刑
事
手
続
に
参
加
し
た
民

事
当
事
者
に
対
し
て
の
み
認
め
、
刑
事
手
続
と
は
独
立
し
て
提
起
さ
れ
た
民
事
裁
判
お
よ
び
行
政
裁
判
に
お
い
て
は
―
―
確
定
有
罪
判

決
中
の
犯
罪
事
実
の
存
在
、
被
告
人
の
犯
人
性
に
関
す
る
判
断
を
除
い
て
―
―
認
め
な
い
も
の
と
し
た
（
同
法
案
六
一
四
条
お
よ
び
六

一
五
条
）。
そ
の
理
由
に
つ
き
、
同
法
案
の
理
由
書
は
、「
現
行
制
度
に
お
い
て
、
刑
事
判
決
に
、
他
の
（
民
事
、
刑
事
お
よ
び
行
政
）

イタリア刑事手続における犯罪「被害者」の地位について（一）
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裁
判
に
対
す
る
拘
束
力
が
認
め
ら
れ
て
い
る
背
景
に
は
、
当
事
者
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
か
ら
は
独
立
し
た
『
実
体
的
真
実
（verità

m
ateriale

）』
な
い
し
客
観
的
真
実
の
探
究
お
よ
び
確
認
と
い
う
―
―
一
般
に
糺
問
主
義
的
訴
訟
に
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
―
―
機
能

が
存
在
し
、
こ
の
『
客
観
的
真
実
』
は
、
い
っ
た
ん
職
権
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
た
な
ら
ば
、『
万
人
に
対
し
て
（erga

om
n

es

）』
価

値
を
も
た
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
な
る
」
の
に
対
し
て
、「
弾
劾
主
義
的
訴
訟
に
お
い
て
は
、
裁
判
に
よ
る
事
実
認
定
は
、
大
部
分
、

当
事
者
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
に
依
存
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
判
決
に
お
い
て
確
認
さ
れ
た
『
訴
訟
的
真
実
（verità

processu
ale

）』
は
、
原
則
と
し
て
、
自
ら
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
ま
た
は
そ
の
欠
如
に
よ
っ
て
…
…
そ
の
よ
う
な
事
実
認
定
に
実
際
に

貢
献
し
た
刑
事
訴
訟
へ
の
参
加
主
体
に
対
し
て
の
み
有
効
な
も
の
と
さ
れ
」、
し
た
が
っ
て
、「
弾
劾
主
義
的
訴
訟
制
度
に
お
い
て
は
、

刑
事
手
続
か
ら
の
民
事
手
続
の
独
立
の
原
則
が
妥
当
す
る
こ
と
に
な
る
」
か
ら
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
同
理
由
書
は
、
刑
事

手
続
に
お
け
る
民
事
当
事
者
の
構
成
は
、
弾
劾
主
義
的
訴
訟
に
お
い
て
重
視
さ
れ
る
「
迅
速
性
（celerità

）
お
よ
び
集
中
審
理

（con
cen

trazion
e

）」
の
要
請
に
も
反
す
る
と
も
指
摘
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
民
事
当
事
者
の
構
成
は
、
刑
事
訴
訟
に
新
た
な
審

判
対
象
を
持
ち
込
み
、
そ
の
結
果
、
証
拠
調
べ
の
範
囲
も
拡
大
さ
れ
、
ま
た
、
訴
訟
当
事
者
の
数
が
増
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
様
々
な

手
続
に
関
す
る
通
知
や
告
知
の
負
担
が
倍
増
す
る
だ
け
で
な
く
、
公
判
審
理
も
複
雑
化
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
法
案
は
刑
事
手
続
に
お
け
る
民
事
当
事
者
の
構
成
の
可
能
性
自
体
は
否
定
し
な
か
っ
た
が
、
そ
の
理
由

に
つ
い
て
、
同
理
由
書
は
、「
客
観
的
真
実
」
と
し
て
の
価
値
を
も
つ
こ
と
に
な
る
事
実
認
定
活
動
へ
の
参
加
権
の
保
障
と
い
う
発
想

に
よ
る
の
で
は
な
く
、「
民
事
上
の
被
害
者
の
利
益
の
保
護
と
い
う
発
想
に
基
づ
く
純
粋
に
実
際
的
な
考
慮
」
に
基
づ
き
、
犯
罪
か
ら

生
じ
た
損
害
の
賠
償
お
よ
び
原
状
回
復
の
請
求
を
行
な
う
際
に
、
刑
事
訴
訟
内
で
民
事
当
事
者
を
構
成
す
る
か
、
そ
れ
と
も
民
事
裁
判

所
の
前
で
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
を
提
起
す
る
か
の
選
択
を
被
害
者
に
任
せ
る
趣
旨
で
あ
っ
た
と
説
明
し
て
い（
６５
）

る
。
ま
た
、
い
っ
た
ん
刑

事
手
続
に
お
い
て
民
事
当
事
者
を
構
成
し
た
被
害
者
に
つ
い
て
は
、「
可
能
な
か
ぎ
り
、（
民
事
上
の
争
点
に
関
し
て
は
）
被
告
人
に
認
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め
ら
れ
る
の
と
同
一
の
手
続
上
の
資
格
お
よ
び
権
利
を
享
受
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
の
発
想
も
明
示
し
て
い
る
。

他
方
、「
刑
事
上
の
被
害
者
」
の
刑
事
手
続
へ
の
関
与
に
つ
い
て
は
、
七
八
年
法
案
の
九
六
条
は
、「
予
備
捜
査
お
よ
び
破
棄
院
の
審

判
を
除
く
訴
訟
の
す
べ
て
の
段
階
お
よ
び
審
級
に
お
い
て
、
被
害
者
は
、
上
申
書
を
提
出
し
証
拠
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
定

め
る
と
と
も
に
（
一
項
）、「
犯
罪
に
よ
り
侵
害
さ
れ
た
利
益
を
代
表
す
る
社
団
・
協
会
」
の
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
た

（
二（
６６
）

項
）。
前
者
の
点
に
つ
き
、
同
理
由
書
は
、
旧
刑
訴
法
三
〇
六
条
が
、
被
害
者
の
上
申
書
提
出
お
よ
び
証
拠
の
指
摘
等
の
資
格
を
、

予
審
段
階
に
お
い
て
し
か
認
め
て
い
な
い
の
は
不
当
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、「
犯
罪
被
害
者
」
の
一
般
的
権
利
に

つ
い
て
定
め
る
こ
の
九
六
条
が
、「
民
事
当
事
者
、
民
事
有
責
者
、
金
銭
刑
支
払
債
務
者
」
と
題
さ
れ
た
章
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ

て
い
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
同
法
案
に
お
け
る
「
犯
罪
被
害
者
」
と
「
民
事
当
事
者
」
の
区
別
に
は
、
依
然
と
し
て
曖
昧
さ

が
残
さ
れ
て
い
た
。

�

一
九
八
八
年
一
〇
月
二
四
日
に
成
立
し
た
現
行
刑
訴
法
の
立
法
者
は
、
予
審
を
廃
止
す
る
と
と
も
に
、
よ
り
徹
底
し
た
「
弾
劾

主
義
的
刑
事
手
続
」
を
採
用
し
た
が
、
被
害
者
の
地
位
に
関
し
て
は
、
基
本
的
に
一
九
七
八
年
法
案
の
方
針
を
受
け
継
ぎ
、
旧
刑
訴
法

に
お
け
る
被
害
者
関
与
の
基
礎
に
あ
っ
た
「
司
法
の
一
体
性
」
原
則
や
「
刑
事
訴
訟
の
優
越
」
原
則
を
大
幅
に
緩
和
し
、
民
事
裁
判
に

対
す
る
刑
事
裁
判
の
先
決
性
に
も
広
く
例
外
を
認
め
る
か
た
ち
で
、「
民
事
当
事
者
」
関
連
の
諸
規
定
を
構
成
し
な
お
す
こ
と
を
そ
の

基
本
方
針
と
し
て
い（
６７
）

た
。

こ
の
よ
う
な
立
法
者
の
基
本
的
発
想
を
確
認
す
る
た
め
に
参
考
に
な
る
の
は
、
一
九
八
七
年
二
月
一
六
日
の
法
律
第
八
一
号
（「
刑

事
訴
訟
法
の
公
布
を
共
和
国
政
府
に
委
任
す
る
法
律
」）
で
あ
る
（
以
下
、「
八
七
年
立
法
委
任
法
」
と
呼
ぶ
）。
同
法
二
条
は
、
現
行

刑
訴
法
の
立
法
指
針
を
列
挙
し
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
か
ら
、「
犯
罪
被
害
者
」
お
よ
び
「
民
事
当
事
者
」
の
刑
事
手
続
へ
の
関
与
に

直
接
に
関
係
す
る
条
項
を
拾
い
出
し
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
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三
号

手
続
の
す
べ
て
の
段
階
お
よ
び
審
級
に
お
け
る
訴
追
側
と
防
御
側
の
対
等
な
参
加
、
手
続
の
す
べ
て
の
段
階
お
よ
び
審
級
に
お
い
て
、

証
拠
を
指
摘
し
、
上
申
書
を
提
出
す
る
検
察
官
そ
の
他
の
当
事
者
、
弁
護
人
お
よ
び
被
害
者
の
資
格
、
遅
滞
な
く
、
い
ず
れ
に
し
て
も
所
定
の
期

間
内
に
、
手
続
の
す
べ
て
の
段
階
お
よ
び
審
級
に
お
い
て
検
察
官
そ
の
他
の
当
事
者
、
弁
護
人
お
よ
び
被
害
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
請
求
に
応
じ

て
手
続
を
行
う
裁
判
官
・
裁
判
所
の
義
務
、

二
〇
号

犯
罪
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
の
賠
償
お
よ
び
原
状
回
復
を
目
的
と
す
る
刑
事
訴
訟
内
に
お
け
る
民
事
訴
権
の
行
使
に
つ
い
て
規
定
す

る
こ
と
、

二
一
号

民
事
当
事
者
を
構
成
す
る
旨
の
表
明
を
行
な
っ
た
犯
罪
に
よ
り
民
事
上
の
損
害
を
被
っ
た
者
に
つ
い
て
も
、
貧
困
者
に
対
す
る
弁
護

人
制
度
に
し
た
が
っ
た
弁
護
人
選
任
に
つ
い
て
規
定
す
る
こ
と
、

二
二
号

当
事
者
が
刑
事
訴
訟
に
参
加
し
て
い
た
か
あ
る
い
は
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
あ
っ
た
場
合
に
、
損
害
賠
償
ま
た
は
原
状
回

復
に
関
す
る
訴
え
を
受
理
し
た
民
事
裁
判
所
は
、
犯
罪
事
実
の
有
無
に
関
す
る
認
定
、
被
告
人
が
そ
れ
を
犯
し
た
こ
と
の
肯
否
、
行
為
の
刑
事
上

の
違
法
性
の
点
に
つ
い
て
の
み
、
確
定
刑
事
判
決
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
、

二
三
号

無
罪
判
決
は
、
民
事
裁
判
が
刑
事
訴
訟
に
参
加
し
た
あ
る
い
は
参
加
す
る
こ
と
の
で
き
た
者
の
間
で
行
な
わ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
れ

に
よ
り
犯
罪
事
実
が
存
在
し
な
い
、
被
告
人
が
そ
れ
を
犯
し
て
い
な
い
、
あ
る
い
は
、
義
務
の
履
行
ま
た
は
正
当
な
権
限
の
行
使
と
し
て
行
な
わ

れ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
場
合
を
除
き
、
損
害
の
賠
償
ま
た
は
原
状
回
復
を
求
め
る
民
事
訴
訟
に
お
い
て
、
先
決
性
を
も
た
な
い
旨
規
定
す
る
こ

と
、二

四
号

民
事
裁
判
ま
た
は
行
政
裁
判
に
対
す
る
刑
事
確
定
判
決
の
効
果
に
関
す
る
規
定
を
お
く
こ
と
、
無
罪
判
決
は
、
そ
れ
に
よ
り
犯
罪
事

実
が
存
在
し
な
い
、
あ
る
い
は
被
告
人
が
そ
れ
を
犯
し
て
い
な
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
場
合
を
除
き
、
懲
戒
責
任
に
関
す
る
行
政
手
続
に
お
い
て

先
決
性
を
も
た
な
い
旨
規
定
す
る
こ
と
、
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二
五
号

予
備
審
理
に
お
い
て
言
渡
さ
れ
た
解
放
判
決
は
、
民
事
裁
判
に
お
い
て
既
判
力
を
も
た
な
い
旨
規
定
す
る
こ
と
、

二
六
号

損
害
賠
償
義
務
を
認
め
る
場
合
に
、
民
事
上
の
訴
え
に
対
す
る
判
決
を
言
渡
し
、
採
用
さ
れ
た
証
拠
に
よ
り
可
能
で
あ
れ
ば
賠
償
額

を
算
定
す
る
刑
事
裁
判
所
の
義
務
お
よ
び
正
当
な
理
由
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
仮
執
行
を
命
ず
る
刑
事
裁
判
所
の
権
限
、
採
用
さ
れ
た
証
拠
に

よ
っ
て
は
賠
償
額
の
算
定
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
民
事
裁
判
所
に
よ
る
算
定
の
た
め
に
概
括
的
な
賠
償
額
を
民
事
当
事
者
に
割
り
当
て
る
刑
事

裁
判
所
の
義
務
、
関
連
裁
判
の
仮
執
行
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
上
訴
係
属
中
に
仮
執
行
を
停
止
す
る
控
訴
審
裁
判
所
の
権
限
、

二
七
号

民
事
訴
訟
に
関
す
る
部
分
に
つ
い
て
の
控
訴
審
で
言
渡
さ
れ
た
判
決
の
仮
執
行
、
重
大
か
つ
回
復
不
能
な
損
害
が
生
ず
る
お
そ
れ
が

あ
る
場
合
に
、
上
告
係
属
中
に
同
仮
執
行
を
停
止
す
る
破
棄
院
の
権
限
、

二
八
号

控
訴
審
裁
判
所
お
よ
び
破
棄
院
は
、
恩
赦
ま
た
は
時
効
に
よ
る
犯
罪
の
消
滅
を
宣
告
す
る
際
に
は
、
原
判
決
の
う
ち
、
民
事
上
の
利

益
に
の
み
関
す
る
部
分
の
上
訴
に
つ
い
て
裁
判
す
る
旨
規
定
す
る
こ
と
、

三
九
号

犯
罪
に
よ
り
侵
害
さ
れ
た
利
益
の
保
護
を
目
的
と
す
る
も
の
と
し
て
公
認
さ
れ
た
社
団
お
よ
び
協
会
に
対
し
て
、
民
事
当
事
者
を
構

成
し
な
い
犯
罪
被
害
者
に
訴
訟
上
帰
属
す
る
諸
権
利
を
付
与
す
る
こ
と
、
こ
の
よ
う
な
社
団
お
よ
び
協
会
の
特
別
な
参
加
方
式
に
関
す
る
規
定
、

同
権
利
の
行
使
の
た
め
の
被
害
者
の
同
意
の
継
続
的
必
要
性
、
被
害
者
の
同
意
は
複
数
の
社
団
お
よ
び
協
会
に
対
し
て
は
な
さ
れ
え
な
い
旨
規
定

す
る
こ
と
、

八
七
号

民
事
当
事
者
に
、
自
己
の
民
事
上
の
利
益
を
守
る
た
め
の
上
訴
を
認
め
る
旨
規
定
し
、
そ
の
手
続
を
定
め
る
こ
と
、
理
由
を
付
し
た

請
求
に
よ
っ
て
、
刑
事
上
の
効
果
を
持
つ
上
訴
を
行
な
う
こ
と
を
検
察
官
に
請
求
す
る
民
事
当
事
者
お
よ
び
犯
罪
被
害
者
の
資
格
、

以
上
の
内
容
を
見
る
限
り
、
立
法
者
の
関
心
は
、
主
と
し
て
、
刑
事
訴
訟
と
民
事
訴
訟
の
関
係
を
い
か
に
再
構
成
す
る
か
、
い
い
か

え
れ
ば
、
犯
罪
行
為
か
ら
生
ず
る
民
事
上
の
損
害
に
対
す
る
賠
償
お
よ
び
原
状
回
復
に
関
す
る
訴
訟
を
民
事
訴
訟
と
刑
事
訴
訟
に
ど
の

よ
う
に
振
り
分
け
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

イタリア刑事手続における犯罪「被害者」の地位について（一）
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こ
の
民
事
訴
訟
と
刑
事
訴
訟
の
関
係
と
い
う
点
に
つ
い（
６８
）

て
、
現
行
刑
訴
法
は
、
立
法
委
任
法
が
提
示
し
た
指
針
に
従
い
、
最
終

的
に
は
、
次
の
よ
う
な
制
度
を
定
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

ま
ず
、
現
行
刑
訴
法
は
、
民
事
上
の
被
害
者
に
は
、
民
事
裁
判
所
に
提
起
し
た
私
訴
（azion

e
civile

）
を
、
民
事
判
決
の
言
渡
し

前
ま
で
で
あ
れ
ば
、
刑
事
訴
訟
内
の
損
害
賠
償
請
求
に
「
転
換
」
す
る
こ
と
を
認
め
て
お
り
（
刑
訴
七
五
条
一
項
）、
こ
の
場
合
で
も
、

旧
刑
訴
法
と
異
な
り
、
先
の
民
事
訴
訟
に
関
す
る
情
報
・
資
料
は
、
刑
事
裁
判
所
に
は
原
則
と
し
て
引
き
継
が
れ
な
い
も
の
と
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
民
事
上
の
被
害
者
が
民
事
訴
訟
か
ら
刑
事
訴
訟
へ
の
「
転
換
」
を
行
な
わ
な
い
と
き
、
ま
た
は
刑
事
手
続
に
お
け
る

民
事
当
事
者
の
構
成
が
認
め
ら
れ
な
く
な
っ
た
後
に
民
事
裁
判
所
に
民
事
訴
訟
を
提
起
し
た
場
合
に
は
、
刑
事
訴
訟
と
同
時
に
か
つ
独

立
し
て
、
民
事
裁
判
所
に
お
い
て
民
事
訴
訟
が
続
行
さ
れ
る
（
刑
訴
七
五
条
二（
６９
）

項
）。
旧
刑
訴
法
と
異
な
り
、
こ
の
場
合
に
も
、
民
事

訴
訟
は
そ
の
進
行
を
停
止
し
な
い
の
で
あ
る
。
他
方
、
民
事
上
の
被
害
者
が
、
刑
事
訴
訟
に
お
い
て
い
っ
た
ん
民
事
当
事
者
を
構
成
し

た
後
ま
た
は
刑
事
の
第
一
審
判
決
言
渡
し
後
に
民
事
裁
判
所
に
民
事
訴
訟
を
提
起
し
た
と
き
に
は
、
前
者
の
場
合
に
は
民
事
当
事
者
構

成
の
撤
回
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
と
同
時
に
（
刑
訴
八
二
条
二
項
）、「
法
律
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
（
主
と
し
て
、
被
害

者
に
刑
事
手
続
に
お
け
る
民
事
当
事
者
の
構
成
の
機
会
が
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
）」
を
除
い（
７０
）

て
、
刑
事
判
決
が
確
定
す
る
ま
で
民

事
訴
訟
は
停
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
刑
訴
七
五
条
三
項
）。

刑
事
裁
判
所
に
よ
っ
て
言
渡
さ
れ
た
有
罪
判
決
は
、
確
定
す
る
と
、「
犯
罪
事
実
の
存
在
、
そ
の
刑
事
上
の
違
法
性
お
よ
び
被
告
人

が
そ
れ
を
犯
し
た
こ
と
の
認
定
」
に
関
し
て（
７１
）

は
、
被
告
人
お
よ
び
民
事
有
責
者
に
対
す
る
原
状
回
復
お
よ
び
損
害
賠
償
の
請
求
に
関
す

る
民
事
裁
判
お
よ
び
行
政
裁
判
に
対
し
て
、
既
判
力
を
も
つ
（
刑
訴
六
五
一
条
）。
他
方
、
確
定
無
罪
判
決
は
、「
犯
罪
事
実
の
不
存
在
、

被
告
人
が
そ
れ
を
犯
し
て
い
な
い
こ
と
、
ま
た
は
犯
罪
行
為
が
義
務
の
履
行
も
し
く
は
正
当
な
権
利
の
行
使
と
し
て
行
な
わ
れ
た
こ

と
」
に
つ
い
て
は
、
民
事
当
事
者
を
構
成
し
た
あ
る
い
は
構
成
で
き
る
状
態
に
あ
っ
た
民
事
上
の
被
害
者
に
よ
っ
て
被
告
人
お
よ
び
民

論 説
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事
有
責
者
に
対
し
て
な
さ
れ
た
原
状
回
復
お
よ
び
損
害
賠
償
の
請
求
に
関
す
る
民
事
裁
判
お
よ
び
行
政
裁
判
に
対
し
て
は
既
判
力
を
も

つ
が
、
刑
訴
法
七
五
条
二
項
の
場
合
、
す
な
わ
ち
、
民
事
上
の
被
害
者
が
終
始
民
事
手
続
に
お
い
て
損
害
賠
償
請
求
を
行
う
場
合
ま
た

は
刑
事
手
続
に
お
け
る
民
事
当
事
者
の
構
成
が
認
め
ら
れ
な
く
な
っ
た
後
に
民
事
裁
判
所
に
民
事
訴
訟
を
提
起
し
た
場
合
に
は
、
既
判

力
が
否
定
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
た
（
刑
訴
六
五
二
条
一（
７２
）

項
）。
無
罪
判
決
の
民
事
裁
判
に
対
す
る
既
判
力
の
範
囲
に
つ
い
て
、
通
説
は
、

同
規
定
の
前
身
で
あ
る
旧
刑
訴
法
二
五
条
が
、「
犯
罪
事
実
の
不
存
在
、
被
告
人
が
そ
れ
を
犯
し
て
い
な
い
こ
と
、
ま
た
は
犯
罪
行
為

が
義
務
の
履
行
も
し
く
は
正
当
な
権
利
の
行
使
と
し
て
行
な
わ
れ
た
こ
と
」
の
み
な
ら
ず
、「
犯
罪
が
存
在
し
た
こ
と
ま
た
は
被
告
人

が
そ
れ
を
犯
し
た
こ
と
の
証
拠
が
十
分
で
な
い
」
旨
の
判
断
も
民
事
裁
判
を
拘
束
す
る
旨
明
定
し
て
い
た
こ
と
と
の
対
比
か
ら
、
現
行

刑
訴
法
六
五
二
条
の
も
と
で
は
、
刑
事
裁
判
所
に
よ
る
犯
罪
事
実
の
不
存
在
ま
た
は
被
告
人
の
非
犯
人
性
に
関
す
る
証
拠
不
十
分
の
判

断
は
、
民
事
裁
判
に
対
し
て
拘
束
力
を
も
た
な
い
も
の
と
す（
７３
）

る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
無
罪
判
決
は
、
犯
罪
事
実
の
不
存
在
ま
た

は
被
告
人
の
非
犯
人
性
が
積
極
的
に
認
定
さ
れ
た
範
囲
で
し
か
民
事
裁
判
に
対
す
る
拘
束
力
を
も
た
な
い
こ
と
に
な（
７４
）

る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
右
の
範
囲
内
で
は
、
一
度
は
刑
事
訴
訟
に
お
い
て
民
事
当
事
者
を
構
成
し
た
後
に
、
ま
た
は
刑
事
の
第
一
審
判
決

言
渡
し
後
に
民
事
裁
判
所
に
民
事
訴
訟
を
提
起
し
た
被
害
者
は
、
刑
事
訴
訟
に
お
い
て
民
事
当
事
者
を
構
成
す
る
機
会
が
与
え
ら
れ
て

い
た
限
り
に
お
い
て
、
刑
事
無
罪
判
決
の
既
判
力
を
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な（
７５
）

る
。
反
対
に
、
刑
事
第
一
審
判
決
の
言
渡

し
前
に
、
刑
事
訴
訟
に
お
い
て
民
事
当
事
者
を
構
成
す
る
こ
と
な
く
最
初
か
ら
民
事
裁
判
所
に
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
を
提
起
し
て
い
た

被
害
者
は
、
右
の
範
囲
内
で
刑
事
有
罪
判
決
の
既
判
力
を
享
受
し
う
る
と
と
も
に
、
無
罪
判
決
の
既
判
力
を
免
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で

あ
る
。
刑
事
有
罪
判
決
の
既
判
力
が
民
事
裁
判
に
及
ぶ
範
囲
で
は
、
事
実
の
認
定
は
刑
事
訴
訟
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
、
民
事
裁
判
所
に

は
そ
の
余
の
事
実
の
認
定
と
損
害
賠
償
額
の
算
定
の
役
割
の
み
が
残
さ
れ
る
こ
と
に
な（
７６
）

る
。

こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
、
現
行
刑
訴
法
の
立
法
者
は
、
旧
刑
訴
法
下
に
お
け
る
「
司
法
の
一
体
性
」、
そ
し
て
「
民
事
裁
判
に
対
す

イタリア刑事手続における犯罪「被害者」の地位について（一）
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る
刑
事
裁
判
の
先
決
性
の
原
則
」
―
―
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
原
則
か
ら
は
、
同
一
犯
罪
行
為
に
関
す
る
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
が

民
事
裁
判
所
に
提
起
さ
れ
た
場
合
に
は
、
刑
事
訴
訟
が
終
結
す
る
ま
で
そ
の
進
行
を
停
止
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
も
の
と
解
さ
れ
て

い
た
―
―
を
否
定（
７７
）

し
、
刑
事
訴
訟
と
民
事
訴
訟
の
「
対
等
化
」
を
図
る
と
と
も（
７８
）

に
、
―
―
依
然
と
し
て
一
定
の
範
囲
で
は
民
事
裁
判
に

対
す
る
刑
事
裁
判
の
拘
束
力
を
認
め
な
が
ら（
７９
）

も
―
―
民
事
と
刑
事
の
分
離
原
則
（prin

cipio
diseparazion

e

）
を
導
入
し
た
の
で
あ

（
８０
）

る
。�

現
行
法
が
、
こ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
同
一
犯
罪
行
為
に
関
す
る
民
事
訴
権
と
刑
事
訴
権
の
関
係
を
整
理
し
な
お
し
た
背
景
に
は
、

付
帯
私
訴
制
度
を
基
本
的
に
は
維
持
し
な
が
ら
も
、
犯
罪
の
被
害
者
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
を
民
事
裁
判
所
の
前
で
行
な
わ
せ
る

可
能
性
を
拡
大
し
よ
う
と
の
立
法
者
の
基
本
的
方
針
が
あ
っ
た
と
さ
れ（
８１
）

る
。
す
な
わ
ち
、
立
法
者
は
、
一
方
に
お
い
て
、
刑
事
訴
訟
の

な
か
で
民
事
上
の
訴
訟
主
体
の
関
与
を
広
く
認
め
る
こ
と
は
手
続
の
簡
潔
性
・
迅
速
性
の
要
請
に
反
す
る
も
の
と
考（
８２
）

え
、
ま
た
、
他
方

に
お
い
て
、
同
一
の
行
為
か
ら
同
時
に
刑
事
責
任
と
民
事
責
任
が
生
ず
る
場
合
で
も
、
刑
事
訴
訟
と
民
事
訴
訟
の
区
別
を
よ
り
明
確
に

す
る
こ
と
に
よ
り
、
損
害
賠
償
の
問
題
が
刑
事
責
任
の
認
定
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
を
で
き
る
限
り
回
避
す
る
と
同
時
に
、
訴
追
者
の

役
割
が
す
で
に
検
察
官
に
よ
っ
て
果
た
さ
れ
て
い
る
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
訴
訟
当
事
者
間
の
力
の
均
衡
を
保
持
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ

（
８３
）

る
。
立
法
者
が
、
予
備
捜
査
段
階
に
お
け
る
民
事
当
事
者
の
参
入
を
認
め
な
か
っ
た
の
も
、
こ
の
よ
う
な
文
脈
に
お
い
て
理
解
さ
れ
る
。

も
っ
と
も
、
こ
の
こ
と
は
、「
民
事
当
事
者
」
の
刑
事
手
続
内
で
の
地
位
が
弱
め
ら
れ
た
こ
と
ま
で
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

つ
ま
り
、
現
行
刑
訴
法
は
、
犯
罪
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
民
事
責
任
の
追
及
を
刑
事
手
続
の
な
か
で
行
な
う
こ
と
に
つ
い
て
消
極
的
な

立
場
を
と
っ
て
い
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
が
、
い
っ
た
ん
刑
事
手
続
の
中
で
「
民
事
当
事
者
」
を
構
成
し
た
者
に
対
し
て
は
、
旧
刑

訴
法
よ
り
も
刑
事
手
続
へ
の
関
与
を
旧
法
よ
り
も
む
し
ろ
充
実
さ
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
、
実
際
、
手
続
へ
の
参
加
権
と
い
う

点
で
は
、
民
事
当
事
者
に
は
、
被
告
人
に
ほ
と
ん
ど
匹
敵
す
る
ほ
ど
の
保
障
が
な
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
の
で
あ（
８４
）

る
。
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刑
事
手
続
と
民
事
手
続
の
分
離
を
推
し
進
め
、
犯
罪
行
為
に
対
す
る
民
事
上
の
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
を
民
事
裁
判
所
の
前
で
行

な
う
こ
と
を
優
遇
し
よ
う
と
い
う
立
法
の
方
向
性
は
、
八
七
年
立
法
委
任
法
二
条
一
号
が
定
め
る
「
本
質
的
で
な
い
行
為
ま
た
は
活
動

を
取
り
払
う
こ
と
に
よ
る
訴
訟
の
進
行
の
最
大
限
の
簡
潔
化
」
の
要
請
に
沿
う
も
の
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
現
行
刑
訴
法
が
採
用
す
る

弾
劾
主
義
に
も
基
本
的
に
適
合
す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
は
、
消
極
的
に
は
、
い
わ
ゆ
る
職
権
追
行
主
義
の

も
と
で
裁
判
所
に
よ
る
徹
底
し
た
実
体
的
真
実
の
追
求
が
行
な
わ
れ
て
い
た
旧
刑
訴
法
と
異
な
り
、
証
拠
調
べ
の
主
導
権
が
当
事
者
に

委
ね
ら
れ
た
現
行
刑
事
手
続
に
お
い
て
は
、
民
事
訴
訟
に
対
す
る
「
刑
事
訴
訟
の
優
越
」
を
敢
え
て
認
め
る
理
由
は
な
く
な
っ
た
こ
と

が
、
ま
た
、
積
極
的
に
は
、「
弾
劾
主
義
的
刑
事
手
続
に
お
い
て
は
、
訴
追
側
と
防
御
側
の
力
の
均
衡
は
、
検
察
官
の
脇
で
―
―
証
拠

や
主
張
の
面
で
貢
献
す
る
こ
と
で
そ
の
職
務
を
支
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
―
―
活
動
す
る
主
体
の
増
加
に
よ
っ
て
変
化
さ
せ
ら
れ
て
は

な
ら
な
い
」
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い（
８５
）

る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
立
法
者
が
刑
事
手
続
に
お
け
る
民
事
当
事
者
構
成
の
制
度
を
廃
止
し
な
か
っ
た
だ
け
で
な
く
、
い
っ
た
ん
刑
事

手
続
に
お
い
て
民
事
当
事
者
を
構
成
し
た
者
に
関
し
て
は
、
そ
の
手
続
上
の
地
位
を
む
し
ろ
強
化
し
た
理
由
の
一
つ
は
、
一
般
に
、
イ

タ
リ
ア
に
お
い
て
は
、
民
事
裁
判
所
に
お
け
る
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
よ
り
も
、
刑
事
手
続
内
に
お
け
る
そ
れ
の
ほ
う
が
、
被
害
者
に「
よ

り
強
固
な
保
護
（più

robsta
tu

tela

）」
を
与
え
る
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い（
８６
）

る
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
刑
事
手
続
上
の
「
民
事
当
事
者
」
の
ほ
う
が
民
事
手
続
上
の
「
原
告
」
よ
り
も
、
一
般
に
手
続
上
の
権
利
を

よ
り
手
厚
く
保
障
さ
れ
て
い
る
こ（
８７
）

と
に
加
え
、
ト
ニ
ー
ニ
教
授
が
、
立
法
の
基
本
方
針
に
対
す
る
批
判
を
展
開
す
る
う
え
で
行
っ
て
い

る
次
の
よ
う
な
指
摘
が
参
考
に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、「
現
行
刑
訴
法
の
立
法
者
は
、
組
織
犯
罪
を
は
じ
め
と
す
る
重
大
犯
罪
に
つ
い

て
も
、
被
害
者
に
よ
る
損
害
賠
償
を
得
る
た
め
の
訴
え
が
民
事
訴
訟
に
お
い
て
、
い
い
か
え
れ
ば
、
マ
フ
ィ
ア
の
一
員
を
『
被
告
』
の

地
位
に
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
現
実
的
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
こ
の

イタリア刑事手続における犯罪「被害者」の地位について（一）
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場
合
に
は
、
民
事
訴
訟
に
お
い
て
、
実
質
的
な
当
事
者
間
の
対
等
が
確
保
さ
れ
る
と
は
考
え
に
く
い
か
ら
で
あ
る
。
刑
事
上
の
違
法
が

民
事
上
の
違
法
と
区
別
さ
れ
る
の
は
、
ま
さ
に
、
市
民
社
会
に
お
け
る
基
本
的
法
益
に
重
大
な
侵
害
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
こ
と
に

よ
る
。
重
大
犯
罪
の
犯
人
は
、
証
拠
を
隠
滅
し
、
被
害
者
を
含
む
犯
罪
に
関
す
る
情
報
提
供
者
を
脅
迫
す
る
だ
け
で
な
く
、
抹
殺
し
よ

う
と
す
る
こ
と
さ
え
あ
る
。
…
…
犯
罪
に
よ
っ
て
損
害
を
受
け
た
者
が
、
自
ら
の
生
命
を
守
る
た
め
の
防
衛
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
と
き
に
、
そ
の
賠
償
を
得
る
た
め
に
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
の
は
、
現
実
的
で
は
な（
８８
）

い
」。

�

他
方
、
八
七
年
立
法
委
任
法
は
、「
刑
事
上
の
被
害
者
」
の
手
続
上
の
地
位
に
つ
い
て
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
関
心
を
払
っ
て
お

ら
ず
、
三
号
と
三
九
号
の
二
規
定
を
置
く
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
立
法
者
は
、
被
害
者
が
刑
事
手
続
に
お
い
て
果
た
し
う
る

純
粋
に
「
刑
事
的
（pen

alistico

）」
な
役
割
を
改
め
て
確
認
し
な
お
し
、
犯
罪
者
の
刑
事
責
任
追
及
に
対
す
る
私
的
利
益
を
追
求
す

る
と
い
う
犯
罪
被
害
者
の
刑
事
手
続
に
お
け
る
地
位
を
明
確
な
か
た
ち
で
打
ち
出
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
現
行
刑
訴
法
が
、「
手
続
主

体
（soggetti

）」
と
題
さ
れ
た
編
（
第
一
部
第
一
編
）
の
な
か
に
、
裁
判
所
、
検
察
官
、
被
告
人
、
私
人
当
事
者
、
弁
護
人
等
に
関

す
る
章
と
並
ん
で
、「
犯
罪
被
害
者
」
に
関
す
る
独
立
し
た
章
（
同
編
第
五
章
）
を
設
け
た
こ
と
に
も
よ
く
表
わ
さ
れ
て
い（
８９
）

る
。

こ
の
よ
う
な
立
法
者
に
よ
る
選
択
が
可
能
と
な
っ
た
の
は
、
現
行
刑
訴
法
が
採
用
し
た
弾
劾
主
義
的
な
刑
事
手
続
の
基
本
的
枠
組
に

お
い
て
は
、
刑
事
訴
権
の
行
使
に
関
す
る
私
人
の
「
介
入
」
を
認
め
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
旧
法
ほ
ど
の
抵
抗
が
な
か
っ
た
た
め
で
あ

る
と
さ
れ（
９０
）

る
。
す
な
わ
ち
、「
刑
事
訴
権
」
の
運
用
に
関
し
て
検
察
官
に
特
権
的
な
地
位
を
認
め
て
い
た
旧
刑
訴
法
と
異
な
り
、
現
行

刑
訴
法
は
、
手
続
上
、
検
察
官
は
被
告
人
と
対
等
な
一
「
当
事
者
」
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
運
用
を
裁
判
官

の
統
制
に
服
さ
し
め
た
の
で
あ
り
、「
刑
事
訴
権
」
の
運
用
に
つ
い
て
第
三
の
「
利
害
関
係
者
」
を
関
与
さ
せ
る
こ
と
に
そ
れ
ほ
ど
問

題
は
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
の
で
あ（
９１
）

る
。
つ
ま
り
、
現
行
刑
訴
法
に
お
い
て
は
、
旧
法
に
お
い
て
認
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
な
「
刑
事
訴

権
」
の
公
的
な
性
格
が
緩
和
さ
れ
、
そ
こ
に
「
私
的
刑
事
訴
権
（azion

e
pen

ale
privata

）」
的
な
私
的
正
義
の
契
機
が
入
り
込
む
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余
地
が
生
ま
れ
た
の
で
あ（
９２
）

る
。

そ
の
結
果
、
現
行
法
は
、
�
刑
事
上
の
犯
罪
被
害
者
と
し
て
の
権
利
・
資
格
の
帰
属
主
体
の
範
囲
を
拡
大
し
（
犯
罪
に
よ
り
侵
害
さ

れ
た
利
益
を
代
表
す
る
社
団
・
協
会
、
そ
し
て
、
被
害
者
死
亡
の
場
合
に
は
近
親
者
に
も
、「
犯
罪
被
害
者
」
と
し
て
の
権
利
・
資
格

の
行
使
を
認
め
た
）、
�
犯
罪
被
害
者
の
手
続
上
の
地
位
を
強
化
し
（
単
な
る
資
格
（facoltà

）
だ
け
で
な
く
、
権
利
（diritto

）
を

も
認
め
た
）、
�
そ
の
関
与
の
範
囲
を
、
公
判
前
（
予
審
）
段
階
か
ら
す
べ
て
の
段
階
に
拡
大
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

�

こ
の
よ
う
に
、
現
行
刑
訴
法
が
、
刑
事
上
の
「
犯
罪
被
害
者
」
に
「
民
事
当
事
者
」
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
た
「
手
続
主
体
」

と
し
て
の
地
位
を
正
面
か
ら
認
め
る
と
と
も
に
、
そ
れ
に
応
じ
た
権
利
・
資
格
を
付
与
し
た
こ
と
は
、
民
事
上
の
被
害
者
の
手
続
関
与

の
可
能
性
、
つ
ま
り
「
民
事
当
事
者
」
の
構
成
が
、
予
備
審
理
段
階
以
降
に
し
か
許
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
と
も

指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、「
手
続
の
簡
潔
化
」
の
方
針
の
も
と
で
、
立
法
者
が
、
検
察
官
に
よ
る
「
刑
事
訴
権
の
行
使
に
固
有
の

決
定
（
刑
訴
三
二
六
条
）」
を
目
的
と
す
る
予
備
捜
査
が
、
民
事
的
な
利
益
の
帰
属
主
体
の
介
入
に
よ
っ
て
「
汚
染
」
さ
れ
る
の
を
回

避
し
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

し
か
し
、
他
方
で
、
立
法
者
は
、
一
定
の
範
囲
で
は
刑
事
手
続
に
刑
事
上
の
「
犯
罪
被
害
者
」
の
参
加
を
認
め
る
必
要
性
に
つ
い
て

も
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
そ
の
「
刑
事
的
な
」
性
格
を
強
調
し
つ
つ
も
、
と
り
わ
け
「
民
事
当
事
者
」
の
構
成
が
認

め
ら
れ
な
い
予
備
捜
査
段
階
に
お
い
て
関
与
を
認
め（
９３
）

た
。
そ
し
て
、
立
法
者
が
、
予
備
捜
査
段
階
に
お
い
て
刑
事
上
の「
犯
罪
被
害
者
」

の
手
続
上
の
権
利
・
資
格
を
強
化
し
た
背
景
に
は
、
実
際
上
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
民
事
上
の
「
被
害
者
」
の
同
手
続
段
階
に
お
け

る
手
続
関
与
の
欠
如
を
補
う
意
図
が
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い（
９４
）

る
。
そ
し
て
、
そ
の
意
味
で
、「
刑
事
上
の
被
害
者
」に
は
、
将
来
、「
民

事
当
事
者
」
を
構
成
す
る
場
合
に
備
え
て
、
あ
ら
か
じ
め
予
備
捜
査
段
階
に
お
い
て
検
察
官
に
よ
る
証
拠
の
保
全
お
よ
び
刑
事
訴
権
の

行
使
を
促
す
た
め
の
権
利
・
資
格
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ（
９５
）

る
。
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こ
の
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
、
刑
事
上
の
被
害
者
と
民
事
上
の
被
害
者
の
身
分
が
、
理
論
的
に
は
厳
格
に
区
別
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ

る
と
し
て
も
、
事
実
上
は
、
同
一
人
上
に
競
合
す
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
事
実
を
前
提
と
し
て
い（
９６
）

る
。
実
際
、
現
行
法
が
、
被
害
者
死

亡
の
場
合
に
そ
の
近
親
者
に
「
刑
事
上
の
被
害
者
」
と
し
て
の
権
利
・
資
格
の
行
使
を
認
め
て
い
る
こ
と
に
は
、
こ
の
場
合
に
被
害
者

の
近
親
者
が
民
事
当
事
者
を
構
成
す
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
事
実
を
前
提
に
、
刑
事
上
の
被
害
者
と
民
事
上
の
被
害
者
の
権
利
・
資
格

の
帰
属
主
体
の
範
囲
を
一
致
さ
せ
る
意
味
も
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い（
９７
）

る
。

�

こ
う
し
て
、
イ
タ
リ
ア
の
現
行
刑
訴
法
は
、
刑
事
上
の
「
被
害
」
と
民
事
上
の
「
損
害
」
を
基
本
的
に
区
別
し
て
扱
い
、
�
「
民

事
上
の
被
害
者
」
が
、
犯
罪
か
ら
生
じ
た
損
害
の
賠
償
と
い
う
民
事
上
の
利
益
を
刑
事
手
続
の
中
で
求
め
る
こ
と
に
対
し
て
は
（
旧
法

と
比
較
す
れ
ば
）
消
極
的
な
態
度
を
と
る
一
方
で
、
一
度
「
民
事
当
事
者
」
と
な
っ
た
者
に
対
し
て
は
、
そ
の
訴
訟
法
上
の
地
位
を
強

化
す
る
と
同
時
に
、
�
刑
事
上
の
「
犯
罪
被
害
者
」
と
し
て
、
被
害
者
が
、
犯
人
の
訴
追
お
よ
び
処
罰
と
い
う
純
粋
に
刑
事
上
の
利
益

を
求
め
て
手
続
上
行
使
し
う
る
権
利
・
資
格
を
拡
大
し
た
の
で
あ
る
。

他
方
で
、
立
法
者
は
、
刑
事
上
の
被
害
者
と
民
事
上
の
被
害
者
が
刑
事
手
続
に
お
い
て
追
求
す
る
利
益
が
事
実
上
重
な
り
合
う
こ
と

が
多
い
―
―
と
く
に
、
民
事
当
事
者
の
構
成
が
、
経
済
的
な
損
害
の
回
復
よ
り
も
む
し
ろ
犯
人
の
刑
事
責
任
の
追
及
を
主
た
る
目
的
と

し
て
な
さ
れ
る
こ
と
も
多（
９８
）

い
―
―
と
い
う
現
実
を
無
視
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ（
９９
）

た
。
こ
の
こ
と
は
、「
刑
事
上
の
被
害
者
」
の
手
続

へ
の
関
与
が
、
と
り
わ
け
「
民
事
当
事
者
」
の
構
成
が
認
め
ら
れ
な
い
予
備
捜
査
段
階
に
お
い
て
強
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
原
則
と
し

て
民
事
当
事
者
の
構
成
が
認
め
ら
れ
な
い
「
犯
罪
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
た
利
益
を
代
表
す
る
社
団
・
協
会
」
に
は
例
外
的
に
刑
事
上
の

犯
罪
被
害
者
と
し
て
公
判
審
理
に
参
加
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
刑
事
上
の
被
害
者
に
認
め
ら
れ
た
権
利
・
利
益
の
い
く

つ
か
は
、
将
来
「
民
事
当
事
者
」
を
構
成
す
る
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
、
そ
の
権
利
の
事
前
の
行
使
を
保
障
す
る
も
の
と
し
て
定
め
ら

れ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
等
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
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こ
う
し
て
、
現
行
刑
訴
法
の
立
法
者
に
は
、「
司
法
の
一
体
性
」
な
い
し
「
刑
事
裁
判
の
民
事
裁
判
に
対
す
る
先
決
性
」
と
い
っ
た

国
家
的
な
観
点
か
ら
の
抽
象
的
諸
原
則
か
ら
被
害
者
の
刑
事
手
続
へ
の
関
与
形
態
を
導
く
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
被
害
者
の
利
益
保

護
な
い
し
便
宜
を
は
か
る
と
い
う
現
実
的
な
必
要
性
を
直
視
す
る
と
こ
ろ
か
ら
制
度
を
組
み
立
て
よ
う
と
い
う
姿
勢
が
み
ら
れ
る
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

以
下
で
は
、
右
に
み
て
き
た
よ
う
な
「
被
害
者
」
の
刑
事
手
続
へ
の
参
加
に
関
す
る
制
度
の
全
体
的
枠
組
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
、

イ
タ
リ
ア
の
現
行
刑
訴
法
上
、
犯
罪
被
害
者
お
よ
び
民
事
当
事
者
に
は
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
形
態
の
手
続
関
与
が
認
め
ら
れ
る

の
か
、
節
を
改
め
て
そ
の
内
容
を
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

（
４３
）

R
A

N
IE

R
I ,

D
iritto

processu
ale

pen
ale,

G
iu

ffrè,
1965,

p.
96

に
よ
れ
ば
、「
司
法
の
一
体
性
」
の
原
則
は
、「
国
家
主
権
の
一
体

性
お
よ
び
法
秩
序
の
一
体
性
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
、
司
法
的
な
保
障
の
形
式
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
れ
変
化
す
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
、
そ

れ
を
具
体
化
す
る
活
動
の
性
質
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
」、
法
が
複
数
の
種
類
の
裁
判
権
を
定
め
て
い
る
と
し
て
も
、
そ

れ
は
、「
司
法
権
の
多
様
性
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
行
使
す
る
機
関
の
多
様
性
、
あ
る
い
は
そ
の
手
続
の
対
象
と
な
る
事
柄

や
手
続
の
方
式
の
多
様
性
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。
も
っ
と
も
、
旧
法
下
に
お
い
て
も
、

付
帯
私
訴
制
度
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
国
家
的
な
観
点
か
ら
の
説
明
に
対
し
て
は
異
論
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、

A
IM

O
N

E
T

T
O

,
P

arte
civile

e
person

a
offesa

d
el

reato
n

ella
d

isciplin
a

d
ella

testim
on

ian
za

,
in

R
iv.

it.
d

ir.
e

proc.
pen

.,

1978,
p.

599

は
、
民
事
当
事
者
の
制
度
は
「
司
法
の
一
体
性
」
原
則
に
基
礎
を
お
く
も
の
で
は
な
く
、「
世
論
が
、
刑
事
裁
判
所
の
先
行
す

る
事
実
認
定
に
つ
い
て
民
事
裁
判
所
が
失
念
す
る
こ
と
に
よ
り
憤
慨
さ
せ
ら
れ
、
刑
事
司
法
へ
の
信
頼
を
失
う
こ
と
に
な
る
の
を
避
け
る
と

い
う
社
会
秩
序
上
の
あ
る
い
は
政
治
秩
序
上
の
配
慮
に
よ
る
便
宜
的
な
理
由
に
基
づ
く
制
度
で
あ
る
」
と
し
て
い
た
。

（
４４
）

旧
法
下
に
お
け
る
刑
事
訴
訟
と
民
事
訴
訟
の
関
係
を
表
現
す
る
も
の
と
し
て
は
、
そ
の
他
、「
刑
事
手
続
に
お
け
る
民
事
訴
権
の
付
帯
性

（accessorietà
dell’azion

e
civile

n
el

processo
pen

ale

）」、「
刑
事
判
決
の
対
万
人
効
（efficacia

erga
om

n
es

della
sen

ten
za

pen
ale

）」
等
の
原
則
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
点
に
つ
き
、S

Q
U

A
R

C
IA

,L
’azion

e
d

id
an

n
o

n
elprocesso

pen
ale,cit.,pp.14

ss.
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を
参
照
。

（
４５
）

S
IR

A
C

U
S

A
N

O
-G

A
L

A
T

I -T
R

A
N

C
H

IN
A

-Z
A

P
P

A
L

À
,D

iritto
processu

ale
pen

ale,vol.I,cit.,p.173.

（
４６
）

こ
の
点
に
つ
き
、S

Q
U

A
R

C
IA

,L
’azion

e
d

id
an

n
o

n
elprocesso

pen
ale,cit.,pp.20-23

は
、
民
事
当
事
者
制
度
は
、
被
害
者
の

刑
事
手
続
へ
の
参
加
の
保
障
と
い
う
現
実
的
要
請
か
ら
定
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
あ
り
方
を
「
司
法
の
一
体
性
」
と
い
っ
た
原
則

か
ら
演
繹
的
に
導
き
出
そ
う
と
い
う
努
力
は
、
無
意
味
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。
ま
た
、M

E
N

C
A

R
E

L
L

I ,
P

arte
civile,

in
E

n
c.

gir.

T
reccan

i,1990,p.2

は
、
旧
刑
訴
法
は
、「
司
法
の
一
体
性
の
原
則
」
か
ら
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
刑
事
手
続
と
民
事
・
行
政
手
続
の
事

実
認
定
の
あ
り
方
の
差
異
を
念
頭
に
お
き
つ
つ
、「
刑
事
手
続
に
お
け
る
証
拠
の
自
由
な
探
索（la

libera
ricerca

della
prova

pen
ale

）」

を
優
先
さ
せ
る
た
め
の
政
治
的
な
選
択
と
し
て
、
刑
事
訴
訟
の
先
決
性
を
認
め
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
と
指
摘
す
る
。

（
４７
）

G
H

IA
R

A
,C

om
m

en
to

all’art.74
,in

C
H

IA
V

A
R

IO
,C

om
m

en
to

aln
u

ovo
cod

ice
d

iproced
u

ra
pen

ale,vol.I,U
tet,1989,

p.362
;

S
Q

U
A

R
C

IA
,L

’azion
e

d
id

an
n

o
n

elprocesso
pen

ale,cit.,pp.28-29.

他
方
、
旧
刑
訴
法
は
、
民
事
裁
判
に
刑
事
裁
判
に
対
す
る
先
決
性
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
場
合
に
つ
い
て
も
定
め
を
お
い
て
い
た
。
す
な
わ

ち
、
旧
刑
訴
法
一
九
条
は
、
犯
罪
の
存
在
に
関
す
る
判
断
が
、
人
の
身
分
に
関
す
る
争
い
の
解
決
に
依
存
す
る
場
合
に
は
、
刑
事
訴
権
の
行

使
は
当
該
問
題
に
関
す
る
民
事
裁
判
が
確
定
す
る
ま
で
停
止
さ
れ
る
も
の
と
し
て
お
り
（
必
要
的
停
止
）、
ま
た
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
つ

い
て
も
、
同
法
二
〇
条
は
、
犯
罪
の
存
在
に
関
す
る
判
断
が
、
民
事
裁
判
所
ま
た
は
行
政
裁
判
所
の
困
難
な
管
轄
争
い
の
解
決
に
依
存
す
る

場
合
に
は
、
刑
事
裁
判
所
は
、
当
事
者
の
請
求
ま
た
は
職
権
に
よ
っ
て
、
そ
の
解
決
を
権
限
を
有
す
る
裁
判
所
に
委
ね
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
し
て
い
た
（
任
意
的
停
止
）。
な
お
、
税
法
違
反
に
関
し
て
は
、
例
外
的
に
、
税
務
当
局
に
よ
る
税
法
違
反
認
定
の
刑
事
手
続
に
対
す

る
先
決
性
が
認
め
ら
れ
た
時
期
も
あ
っ
た
が
（
一
九
二
九
年
一
月
七
日
の
法
律
第
四
号
二
一
条
）、
一
九
八
二
年
七
月
一
〇
日
の
暫
定
措
置

令
四
二
九
号
（
一
九
八
二
年
八
月
七
日
の
法
律
第
五
一
六
号
に
転
換
）
に
よ
り
、
同
制
度
は
廃
止
さ
れ
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
税
法
違
反

に
関
し
て
は
、
旧
刑
訴
法
三
条
の
適
用
は
除
外
さ
れ
て
い
た
（M

E
N

C
A

R
E

L
L

I ,P
arte

civile,cit.,pp.1-2

）。

（
４８
）

R
elazion

e
d

elprogetto
prelim

in
are

1978,p.102.

（
４９
）

代
表
的
な
憲
法
院
判
例
と
し
て
、
�
旧
刑
訴
法
四
二
二
条
は
、
同
法
四
〇
八
条
お
よ
び
四
一
二
条
と
と
も
に
、
民
事
当
事
者
、
犯
罪
被

害
者
お
よ
び
告
訴
人
の
召
喚
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
召
喚
命
令
の
無
効
は
、
証
拠
調
べ
の
開
始
ま
で
に
異
議
申
立
が
な
い
場
合
に

は
治
癒
さ
れ
る
と
し
て
い
た
点
に
お
い
て
、
同
人
の
訴
権
お
よ
び
防
御
権
を
侵
害
す
る
た
め
、
憲
法
二
四
条
一
項
お
よ
び
二
項
に
違
反
す
る

論 説
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と
し
た
一
九
六
八
年
一
二
月
二
〇
日
の
判
決
第
一
三
二
号
（C

.C
ost.20

dicem
bre

1968,n
.132,in

G
iu

r.cost.,1968,p.2223

）、

�
旧
刑
訴
法
一
九
五
条
は
、
被
告
人
に
対
し
て
釈
放
判
決
が
言
渡
さ
れ
た
場
合
に
、
訴
訟
費
用
等
の
支
払
い
を
命
ぜ
ら
れ
た
民
事
当
事
者
の

不
服
申
立
を
制
限
し
て
い
た
点
に
お
い
て
、
憲
法
一
一
一
条
二
項
に
反
す
る
と
し
た
一
九
七
〇
年
一
月
二
二
日
の
判
決
第
一
号（C

.C
ost.22

gen
n

aio
1970,n

.
1,

in
G

iu
r.

cost.,
1970,

p.
1

）、
そ
し
て
、
�
旧
刑
訴
法
二
八
条
は
、
民
事
裁
判
ま
た
は
行
政
裁
判
に
お
い
て
、（
そ

の
有
無
が
刑
事
裁
判
で
認
定
さ
れ
た
事
実
に
依
存
す
る
よ
う
な
権
利
に
つ
い
て
）
刑
事
裁
判
に
お
い
て
な
さ
れ
た
実
体
的
事
実
の
認
定
が
、

刑
事
裁
判
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
者
に
対
し
て
も
既
判
力
を
も
つ
旨
定
め
て
い
た
点
に
お
い
て
、
訴
権
お
よ
び
防
御
権
を
侵
害

す
る
た
め
、
憲
法
二
四
条
一
項
お
よ
び
二
項
に
違
反
す
る
と
し
た
一
九
七
一
年
三
月
二
二
日
の
判
決
第
五
五
号
（C

.C
ost.22

m
arzo

1971,

n
.

55,
in

F
oro

it.,
1971,

I,
c.

824

）、
�
旧
刑
訴
法
二
七
条
は
、
民
事
裁
判
ま
た
は
行
政
裁
判
に
お
い
て
、
刑
事
裁
判
に
お
い
て
な
さ
れ

た
（
犯
罪
事
実
の
存
在
、
違
法
性
お
よ
び
被
告
人
の
責
任
に
関
す
る
）
実
体
的
事
実
の
認
定
が
、
刑
事
裁
判
に
参
加
す
る
こ
と
が
法
律
上
ま

た
は
事
実
上
で
き
な
か
っ
た
者
に
対
し
て
も
既
判
力
を
も
つ
旨
定
め
て
い
た
点
に
お
い
て
、
訴
権
お
よ
び
防
御
権
を
侵
害
す
る
た
め
、
憲
法

二
四
条
に
違
反
す
る
と
し
た
一
九
七
三
年
一
月
二
七
日
の
判
決
第
九
九
号
（C

.C
ost.27

gen
n

aio
1973,n

.99,in
F

oro
it.,1973,I,c.

2009

）、
�
旧
刑
訴
法
二
五
条
は
、
民
事
裁
判
ま
た
は
行
政
裁
判
に
お
い
て
、
刑
事
裁
判
に
お
い
て
な
さ
れ
た
（
犯
罪
事
実
の
不
存
在
、
被

告
人
の
非
犯
人
性
、
行
為
が
義
務
の
履
行
ま
た
は
正
当
な
権
利
の
行
使
と
し
て
行
な
わ
れ
た
こ
と
、
ま
た
は
犯
罪
事
実
の
存
在
も
し
く
は
被

告
人
の
犯
罪
性
に
関
す
る
証
拠
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
に
関
す
る
）
実
体
的
事
実
の
認
定
が
、
刑
事
裁
判
に
参
加
す
る
こ
と
が
法
律
上
ま
た

は
事
実
上
で
き
な
か
っ
た
者
に
対
し
て
も
既
判
力
を
も
つ
旨
定
め
て
い
た
点
に
お
い
て
、
訴
権
お
よ
び
防
御
権
を
侵
害
す
る
た
め
、
憲
法
二

四
条
に
違
反
す
る
と
し
た
一
九
七
五
年
六
月
二
六
日
の
判
決
第
一
六
五
号
（C

.C
ost.26

giu
gn

o
1975,n

.165,in
F

oro
it.,1976,I,c.

36

）
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
５０
）

旧
刑
訴
法
下
の
学
説
に
よ
っ
て
も
、
被
害
者
の
手
続
上
の
権
利
拡
大
は
基
本
的
に
支
持
さ
れ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い（C

O
N

S
O

,A
ccu

sa

e
sistem

a
accu

satorio,in
E

n
cicloped

ia
d

eld
iritto,vol.I,G

iu
ffrè,1958,p.336

;
L

E
O

N
E

,G
aran

zie
d

el
processo

pen
ale,

in
In

torn
o

alla
riform

a
d

elcod
ice

d
iproced

u
ra

pen
ale,G

iu
ffrè,1964,p.180

）。

（
５１
）

実
務
上
、
旧
刑
訴
法
三
〇
六
条
は
拡
大
的
に
解
釈
さ
れ
、
同
法
の
定
め
る
「
資
格
」
は
、
被
害
者
本
人
だ
け
で
な
く
、
そ
の
弁
護
人
に

よ
っ
て
も
行
使
さ
れ
う
る
も
の
と
さ
れ
、
ま
た
、
わ
が
国
の
嘱
託
鑑
定
に
あ
た
る
技
術
的
検
分
が
行
わ
れ
る
場
合
に
は
被
害
者
独
自
の
技
術

的
補
助
者
の
選
任
を
認
め
（C

ass.,9
ottobre

1952,in
R

iv.it.d
ir.pen

.,1953,p.239

）、
民
事
当
事
者
構
成
予
定
の
被
害
者
に
つ
い

イタリア刑事手続における犯罪「被害者」の地位について（一）
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て
は
公
判
段
階
に
お
け
る
取
調
べ
請
求
予
定
の
証
人
一
覧
の
提
出
を
認
め
る
根
拠
と
さ
れ
る
等
、
被
害
者
の
手
続
参
加
の
保
障
と
い
う
点
で

重
要
な
機
能
を
果
た
し
た
と
さ
れ
る
（F

O
S

C
H

IN
I ,S

istem
a

d
eld

iritto
processu

ale
pen

ale,2
a

ed.,I,G
iu

ffrè,1965,p.238

）。

（
５２
）

こ
の
制
度
は
、
一
九
一
三
年
の
刑
事
訴
訟
法
以
来
採
用
さ
れ
て
き
た
も
の
で
、
当
時
は
、
予
審
判
事
に
よ
る「
長
く
骨
の
折
れ
る
捜
査
」

を
避
け
る
た
め
に
、
と
り
わ
け
親
告
罪
に
つ
い
て
告
訴
人
に
告
訴
の
取
下
を
促
す
機
会
を
与
え
る
た
め
の
制
度
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た

（G
A

L
A

T
I ,L

’in
terrogatorio

“a
ch

iarim
en

ti”,in
R

iv.it.d
ir.e

proc.pen
.,1968,p.973

）。

（
５３
）

T
R

A
N

C
H

IN
A

,P
erson

a
offesa

d
al

reato,cit.,p.2
;

M
E

N
C

A
R

E
L

L
I ,P

arte
civile,cit.,p.2.

そ
の
基
礎
に
あ
っ
た
の
は
、
立

法
者
の
―
―
旧
刑
訴
法
三
〇
六
条
の
「
資
格
」
が
「
真
実
確
認
」
の
た
め
に
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
顕
著
で
あ
る
よ
う
に
―
―
「
公
的
な

利
益
と
し
て
の
真
実
の
確
認
と
い
う
基
本
的
射
程
」（C
O

N
S

O
,

L
a

person
a

offesa
d

al
reato

tra
in

teresse
pu

bblico
ed

in
teressi

privati,
in

G
iu

st.
pen

.,
1979,

I,
c.

28

）、
あ
る
い
は
「『
犯
罪
被
害
者
』
を
単
な
る
証
人
に
還
元
し
よ
う
と
す
る
努
力
」（F

O
S

C
H

IN
I ,

S
istem

a
d

eld
iritto

processu
ale

pen
ale,cit.,p.238

）
で
あ
っ
た
。

（
５４
）

T
R

A
N

C
H

IN
A

,P
erson

a
offesa

d
alreato,cit.,p.2.

（
５５
）

旧
刑
訴
法
三
〇
四
条
は
、「
犯
罪
被
害
者
」
の
語
を
用
い
て
は
い
な
か
っ
た
が
、
通
説
は
、「
被
害
者
」
も
こ
れ
に
当
た
る
も
の
と
解
し

て
い
た
（G

IA
R

D
A

,L
a

person
a

offesa
d

al
reato,G

iu
ffrè,

1971,
p.

282
;

A
IM

O
N

E
T

T
O

,
P

erson
a

offesa
d

al
reato,

in
E

n
c.

giu
r.,vol.X

X
X

III,G
iu

ffrè,1983,p.324
）。

（
５６
）

G
IA

R
D

A
,L

a
person

a
offesa

d
alreato,cit.,p.292.

（
５７
）

A
M

O
D

IO
,

P
rem

essa
al

titlo
V

libro
I,

in
A

M
O

D
IO

-D
O

M
IN

IO
N

I
(a

cu
ra

di),
C

om
m

en
tario

d
el

n
u

ovo
cod

ice
d

i

proced
u

ra
pen

ale,vol.I,G
iu

ffrè,1989,pp.434
e

533.

（
５８
）

G
H

IA
R

A
,C

om
m

en
to

all’art.90
,cit.,p.402.

（
５９
）

G
H

IA
R

A
,C

om
m

en
to

all’art.90
,cit.,p.402.

（
６０
）

F
O

S
C

H
IN

I ,
S

istem
a

d
el

d
iritto

processu
ale

pen
ale,

cit.,
pp.

242-244.

同
書
は
、
被
害
者
は
、
実
際
に
、
被
告
人
が
無
産
者

で
あ
る
場
合
に
も
民
事
当
事
者
を
構
成
し
て
損
害
賠
償
請
求
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
や
、
金
銭
的
な
賠
償
以
外
の
と
こ
ろ
に
目
的
が
あ
る

こ
と
を
示
す
た
め
に
敢
え
て
一
リ
ラ
ま
た
は
象
徴
的
な
額
の
損
害
賠
償
請
求
を
行
う
場
合
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
民
事
当
事
者
構
成
の
制
度

を
、
刑
事
と
民
事
の
重
複
を
避
け
る
と
い
う
訴
訟
経
済
的
な
発
想
に
基
づ
く
も
の
か
ら
、
被
害
者
の
刑
事
手
続
に
お
け
る
犯
罪
事
実
の
認
定

論 説
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へ
の
協
力
・
参
加
の
た
め
の
手
続
に
転
換
す
る
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
、
同
書
は
、
旧
刑
訴
法
五
一
七
条
が
、
被
告
人
の

み
が
無
罪
や
手
続
打
切
の
「
釈
放
判
決
」
に
対
し
て
控
訴
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
控
訴
審
裁
判
所
の
裁
判
長
は
民
事
当
事
者
を
召
喚
す
る

も
の
と
定
め
て
い
る
こ
と
等
若
干
の
規
定
を
挙
げ
て
、
法
律
上
も
、
民
事
当
事
者
構
成
の
制
度
に
は
、
民
事
的
な
性
格
以
上
の
も
の
が
認
め

ら
れ
て
い
る
と
み
る
べ
き
だ
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
説
は
、
旧
刑
訴
法
施
行
法
の
理
由
書
に
は
、
同
制
度
を
「
私
人
訴
追
に
転
換
し

よ
う
と
す
る
試
み
」
を
防
止
す
る
と
い
う
立
法
者
の
意
思
が
明
示
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
（R

elazion
e

con
cern

en
te

l’art.
2

d
isp.

attu
azion

e
d

elcod
ice

d
iproced

u
ra

pen
ale

d
el1930

）、
多
く
の
賛
同
を
集
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

（
６１
）

R
elazion

e
con

cern
en

te
l’art.2

d
isp.attu

azion
e

d
elcod

ice
d

iproced
u

ra
pen

ale
d

el1930
.

（
６２
）

S
T

R
IN

A
-B

E
R

N
A

S
C

O
N

I ,
P

erson
a

offesa,
parte

civile,
G

iu
ffrè,

2001,
p.

13.

こ
の
よ
う
な
立
法
者
の
指
針
に
つ
い
て
、

F
O

S
C

H
IN

I ,S
istem

a
d

eld
iritto

processu
ale

pen
ale,cit.,pp.231-244

は
、
旧
刑
訴
法
は
、
刑
事
訴
権
を
検
察
官
に
独
占
さ
せ
て
お

り
、
私
人
訴
追
を
認
め
て
い
な
い
が
、
立
法
者
の
意
思
は
ど
う
あ
れ
、
現
実
に
は
、「
被
害
当
事
者
が
実
際
に
訴
訟
の
外
に
置
か
れ
る
こ
と

に
な
る
と
、
…
…
被
害
者
は
訴
訟
外
で
独
自
の
裁
判
を
行
わ
ざ
る
を
え
な
く
な
り
、
そ
の
結
果
、
私
的
な
復
讐
に
回
帰
す
る
こ
と
に
な
る
」

以
上
、
私
人
訴
追
（accu

sa
privata
）
も
公
訴
（accu

sa
pu

bblica

）
と
と
も
に
刑
事
司
法
に
と
っ
て
不
可
欠
な
要
素
の
一
つ
で
あ
り
つ

づ
け
ざ
る
を
え
な
い
と
し
た
う
え
で
、
被
害
者
に
よ
る
、
�
法
律
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
限
ら
れ
た
範
囲
で
の
手
続
関
与
、
�
検
察
官
へ
の

働
き
か
け
、
�
民
事
当
事
者
の
構
成
を
通
じ
て
、
直
接
的
・
間
接
的
に
「
私
人
訴
追
」
的
運
用
を
実
現
す
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
た
。
ま

た
、
同
書
は
、「
公
訴
に
よ
っ
て
私
人
訴
追
が
無
意
味
に
な
る
」
と
い
う
立
法
者
の
発
想
は
、
個
人
の
関
心
（in

teresse
in

dividu
ale

）
は

公
的
関
心
（in

teresse
pu

bblico

）
に
完
全
に
包
含
さ
れ
て
し
ま
う
も
の
と
は
い
え
ず
、
両
者
は
異
な
り
う
る
だ
け
で
な
く
、
対
立
す
る
こ

と
さ
え
あ
る
以
上
、
不
正
確
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。

（
６３
）

一
九
八
八
年
の
刑
訴
法
全
面
改
正
に
至
る
経
緯
の
な
か
で
の
一
九
七
八
年
の
刑
事
訴
訟
法
改
正
法
案
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

「
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
予
審
廃
止
と
新
刑
事
手
続
の
構
造
（
一
）」
法
学
論
叢
一
四
三
巻
一
号
（
一
九
九
八
年
）
四
五
頁
以
下
を
参
照
。

（
６４
）

以
下
、
一
九
七
八
年
刑
訴
法
改
正
法
案
が
予
定
し
て
い
た
刑
事
訴
権
と
民
事
訴
権
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
同
法
案
理
由
書
（R

elazion
e

d
el

progetto
prelim

in
are

d
el

1978

）
一
〇
二
頁
以
下
を
、
刑
事
上
の
犯
罪
被
害
者
の
刑
事
手
続
上
の
地
位
に
つ
い
て
は
、
同
一
一
一
頁

以
下
を
参
照
。

（
６５
）

こ
の
点
に
つ
き
、
同
法
案
理
由
書
は
、
被
害
者
に
と
っ
て
は
一
般
的
に
は
刑
事
手
続
を
選
択
す
る
ほ
う
が
有
利
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
、

イタリア刑事手続における犯罪「被害者」の地位について（一）
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た
と
え
ば
、
犯
罪
事
実
の
存
在
な
い
し
被
告
人
の
犯
人
性
に
は
争
い
が
な
い
が
、
責
任
能
力
や
過
失
の
有
無
が
争
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
場
合

に
は
、
民
事
上
の
被
害
者
は
刑
事
手
続
に
お
い
て
民
事
当
事
者
を
構
成
す
る
利
益
を
も
た
な
い
こ
と
も
あ
り
う
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
６６
）

一
九
七
八
年
法
案
の
立
法
指
針
を
定
め
て
い
た
一
九
七
四
年
の
立
法
委
任
法
二
条
三
八
号
は
、
さ
ら
に
、
不
起
訴
処
分
の
請
求
に
つ
い

て
被
害
者
に
通
知
す
る
こ
と
を
検
察
官
に
義
務
づ
け
る
こ
と
を
法
案
起
草
者
に
要
求
し
て
い
た
。

（
６７
）

そ
の
結
果
、「
民
事
当
事
者
」
に
関
す
る
規
定
数
は
、
旧
刑
訴
法
で
は
三
六
ヶ
条
で
あ
っ
た
の
が
、
現
行
刑
訴
法
で
は
一
六
ヶ
条
に
減
ら

さ
れ
た
。
こ
こ
に
も
、
付
帯
私
訴
制
度
に
対
す
る
立
法
者
の
消
極
的
態
度
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。G

H
IA

R
A

,C
om

m
en

to
all’art.74,

cit.,p.362.

（
６８
）

八
七
年
立
法
委
任
法
が
定
め
る
他
の
立
法
指
針
に
関
す
る
現
行
刑
訴
法
の
具
体
的
な
規
定
内
容
に
つ
い
て
は
、
次
節
以
下
で
紹
介
す
る
。

（
６９
）

S
Q

U
A

R
C

IA
,L

’azion
e

d
id

an
n

o
n

elprocesso
pen

ale,cit.,p.35

は
、
こ
れ
が
、
民
刑
分
離
を
推
し
進
め
る
立
法
者
の
意
思
に
も

っ
と
も
忠
実
な
「
民
事
訴
権
」
の
運
用
形
態
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。

（
７０
）

刑
訴
法
七
五
条
三
項
の
定
め
る
原
則
に
対
す
る
例
外
が
法
律
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
例
と
し
て
は
、
�
被
告
人
の
精
神
疾
患
を
理

由
と
し
て
刑
事
訴
訟
が
停
止
し
た
た
め
民
事
当
事
者
の
構
成
が
撤
回
さ
れ
た
場
合
（
刑
訴
七
一
条
六
項
）、
�
民
事
当
事
者
が
職
権
ま
た
は

当
事
者
の
請
求
に
よ
り
排
除
さ
れ
た
場
合
（
刑
訴
八
八
条
三
項
）、
�
簡
易
公
判
の
請
求
が
認
め
ら
れ
た
が
、
民
事
当
事
者
が
こ
れ
を
承
諾

し
な
か
っ
た
場
合
（
刑
訴
四
四
一
条
三
項
）、
�
当
事
者
の
請
求
に
基
づ
く
科
刑
の
請
求
が
認
め
ら
れ
た
場
合
（
刑
訴
四
四
一
条
二
項
）
等

が
挙
げ
ら
れ
る
。
�
お
よ
び
�
に
つ
い
て
は
、
次
節
以
下
で
詳
述
す
る
。

（
７１
）

有
罪
判
決
の
民
事
裁
判
に
対
す
る
拘
束
力
の
範
囲
を
め
ぐ
る
判
例
・
学
説
の
状
況
に
つ
い
て
は
、CIA

N
I ,C

om
m

en
to

all’art.651
,in

L
A

T
T

A
N

Z
I -L

U
P

O
,C

od
ice

d
iproced

u
ra

pen
ale,L

ibriX
e

X
I,G

iu
ffrè,1997,pp.34

ss.

を
参
照
。

（
７２
）

こ
れ
は
、
旧
法
下
に
お
け
る
憲
法
院
に
よ
る
違
憲
判
決
（
前
掲
註
（
４９
）
参
照
）
に
対
す
る
立
法
者
の
配
慮
の
結
果
で
あ
る
と
同
時
に

（L
O

Z
Z

I ,L
ezion

id
i

proced
u

ra
pen

ale,cit.,pp.129-130
）、
現
行
法
が
採
る
刑
事
手
続
と
民
事
手
続
の
分
離
原
則
の
表
れ
で
も
あ
る

と
さ
れ
る
（S

IR
A

C
U

S
A

N
O

-G
A

L
A

T
I -T

R
A

N
C

H
IN

A
-Z

A
P

P
A

L
À

,D
iritto

processu
ale

pen
ale,vol.I,cit.,p.174

）。

（
７３
）

無
罪
判
決
の
民
事
裁
判
に
対
す
る
拘
束
力
の
範
囲
を
め
ぐ
る
判
例
・
学
説
の
状
況
に
つ
い
て
は
、CIA

N
I ,C

om
m

en
to

all’art.652
,in

L
A

T
T

A
N

Z
I -L

U
P

O
,C

od
ice

d
iproced

u
ra

pen
ale,L

ibriX
e

X
I,G

iu
ffrè,1997,pp.46

ss.

を
参
照
。

（
７４
）

こ
の
場
合
に
は
、
判
決
理
由
に
お
い
て
、
犯
罪
事
実
の
不
存
在
ま
た
は
犯
人
の
非
犯
罪
性
が
、
単
に
証
拠
の
欠
如
、
不
十
分
、
矛
盾
に

論 説
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よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
積
極
的
に
認
定
さ
れ
た
の
か
が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
刑
事
判
決
の

既
判
力
の
範
囲
を
確
定
す
る
上
で
、
判
決
理
由
の
検
討
の
不
可
欠
性
を
指
摘
す
る
判
例
と
し
て
、C

ass.,sez.V
,9

gen
n

aio
1990,R

abito,

in
C

ass.pen
.,1991,II,p.451

が
あ
る
。

（
７５
）

既
判
力
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
規
定
は
、
被
害
者
が
―
―
た
と
え
ば
、
刑
事
手
続
に
お
い
て
民
事
当
事
者
を
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、刑
事
訴
訟
の
結
果
を
見
て
か
ら
民
事
裁
判
所
に
お
い
て
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
を
提
起
し
た
り
、一
度
は
刑
事
訴
訟
に
お
い

て
民
事
当
事
者
を
構
成
し
た
も
の
の
、
無
罪
判
決
が
言
渡
さ
れ
る
こ
と
が
予
見
さ
れ
る
場
合
に
民
事
訴
訟
に
「
転
換
」
す
る
等
し
て
―
―
損

害
賠
償
請
求
を
行
う
時
期
と
場
所
を
戦
略
的
に
選
択
す
る
の
を
防
止
す
る
趣
旨
で
設
け
ら
れ
た
の
で
あ
り
（L

O
Z

Z
I ,L

ezion
id

iproced
u

ra

pen
ale,cit.,pp.130-131

）、
そ
の
根
拠
は
、
も
は
や
「
司
法
の
同
一
性
」
や
「
刑
事
裁
判
の
民
事
裁
判
に
対
す
る
先
決
性
」
の
原
則
に
は

求
め
ら
れ
て
い
な
い
。

（
７６
）

C
fr.,C

ass.,sez.V
,3

dicem
bre

1998,F
araon

,in
C

.E
.D

.C
ass.,n

.213416.

（
７７
）

な
お
、
現
行
刑
訴
法
二
条
は
、「
刑
事
裁
判
所
は
、
法
律
に
よ
る
特
別
の
定
め
が
な
い
限
り
、
裁
判
の
基
礎
と
な
る
す
べ
て
の
問
題
を
解

決
す
る
（
一
項
）」
も
の
と
す
る
と
同
時
に
、「
民
事
、
行
政
ま
た
は
刑
事
上
の
問
題
に
つ
い
て
付
帯
的
に
解
決
す
る
刑
事
裁
判
所
の
裁
判
は
、

他
の
訴
訟
に
お
い
て
は
何
ら
拘
束
力
を
有
し
な
い
（
二
項
）」
と
の
原
則
を
定
め
て
い
る
。
そ
の
例
外
と
し
て
、
同
法
三
条
は
、「
家
族
関
係

な
い
し
国
籍
に
関
す
る
争
い
」
に
つ
い
て
は
、「
問
題
が
重
大
で
あ
り
、
か
つ
民
事
法
の
規
定
に
よ
る
訴
訟
が
す
で
に
開
始
さ
れ
て
い
る
場

合
に
限
り
」、
刑
事
裁
判
所
は
、
関
連
裁
判
が
確
定
す
る
ま
で
刑
事
手
続
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
こ
の
場
合
に
は
当
該
民

事
裁
判
は
刑
事
裁
判
に
対
す
る
拘
束
力
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
同
法
四
七
九
条
は
、
そ
の
他
の
問
題
で
あ
っ
て
も
、
犯
罪
の
存
在
に

関
す
る
判
断
が
民
事
上
ま
た
は
行
政
上
の
争
い
の
解
決
に
依
存
す
る
場
合
に
は
、
当
該
問
題
が
「
と
く
に
複
雑
で
あ
り
、
か
つ
、
管
轄
裁
判

所
に
よ
る
手
続
が
既
に
開
始
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
り
」、
刑
事
裁
判
所
は
訴
訟
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、

こ
の
場
合
に
は
、
民
事
裁
判
に
は
刑
事
裁
判
に
対
す
る
拘
束
力
は
認
め
ら
れ
な
い
。

（
７８
）

S
Q

U
A

R
C

IA
,L

’azion
e

d
eld

an
n

o
n

elprocesso
pen

ale,cit.,p.28.

（
７９
）

も
っ
と
も
、
現
行
法
に
お
い
て
は
、
そ
の
根
拠
は
も
は
や
「
司
法
の
一
体
性
」
に
は
求
め
ら
れ
な
い
。
こ
の
点
に
つ
き
、
前
掲
註
（
７５
）

を
参
照
。

（
８０
）

A
M

O
D

IO
,P

rem
essa

altitlo
V

libro
I,cit.,p.437.

実
際
、
現
行
刑
訴
法
の
準
備
法
案
理
由
書
も
、「
一
九
七
八
年
草
案
に
示
さ
れ

イタリア刑事手続における犯罪「被害者」の地位について（一）
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た
方
向
性
に
し
た
が
い
、
刑
事
訴
訟
と
民
事
訴
訟
の
分
離
の
体
制
を
推
進
す
る
た
め
、
刑
事
訴
訟
へ
の
犯
罪
被
害
者
の
参
加
を
奨
励
し
な
い

よ
う
な
規
定
の
仕
方
が
優
先
さ
れ
た
」
と
明
言
し
て
い
る
（R

el.prog.prel.,cit.,p.37

）。

（
８１
）

G
H

IA
R

A
,

C
om

m
en

to
all’art.

74
,

cit.,
p.

362.

立
法
者
は
、
犯
罪
被
害
者
に
、
加
害
者
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
求
め
る
際
に
、
民

事
裁
判
所
と
刑
事
裁
判
所
の
ど
ち
ら
を
選
ぶ
か
に
つ
い
て
よ
り
自
由
な
選
択
の
可
能
性
を
与
え
た
か
っ
た
と
さ
れ
る
。

（
８２
）

G
H

IA
R

A
,

C
om

m
en

to
all’art.

74
,

cit.,
p.

362
;

S
IR

A
C

U
S

A
N

O
-G

A
L

A
T

I -T
R

A
N

C
H

IN
A

-Z
A

P
P

A
L

À
,

D
iritto

processu
ale

pen
ale,vol.I,cit.,p.174.

（
８３
）

T
O

N
IN

I ,M
an

u
ale,cit.,p.135.S

Q
U

A
R

C
IA

,L
’azion

e
d

id
an

n
o

n
elprocesso

pen
ale,cit.,pp.35

ss.

も
、
立
法
者
は
、「
刑

事
訴
権
（azion

e
pen

ale

）
」
の
純
粋
な
「
公
訴
（azion

e
pu

bblica

）
」
性
を
確
保
す
る
た
め
に
、
そ
の
「
私
有
化
（privatizzazion

e

）
」

を
回
避
し
た
か
っ
た
と
指
摘
す
る
。

（
８４
）

A
M

O
D

IO
,P

rem
essa

altitlo
V

libro
I,cit.,p.434.

（
８５
）

A
M

O
D

IO
,

P
rem

essa
al

titlo
V

libro
I,

cit.,
p.

437.
D

A
S

S
A

N
O

,
Il

d
an

n
o

d
a

reato,
profili

sostan
ziali

e
processu

ali,

G
iappich

elli,
1998,

p.
130

は
、
現
行
刑
訴
法
に
お
い
て
は
、
弾
劾
主
義
の
採
用
に
よ
り
、
事
実
認
定
は
当
事
者
に
よ
っ
て
準
備
・
提
出

さ
れ
た
証
拠
を
基
礎
と
し
て
―
―
し
た
が
っ
て
、
個
々
の
訴
訟
に
お
け
る
個
々
の
当
事
者
の
参
加
と
い
う
「
人
的
（sogettivo

）」
限
界
の

も
と
で
―
―
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
、「
司
法
の
一
体
性
」
や
「
刑
事
裁
判
の
民
事
裁
判
に
対
す
る
先
決
性
」

原
則
の
克
服
、
付
帯
私
訴
の
制
限
、
刑
事
裁
判
の
民
事
裁
判
に
対
す
る
拘
束
力
の
範
囲
の
縮
小
、
そ
し
て
民
刑
分
離
の
原
則
の
採
用
が
可
能

と
な
っ
た
と
指
摘
す
る
。

（
８６
）

A
M

O
D

IO
,P

rem
essa

altitlo
V

libro
I,cit.,p.434

;
T

O
N

IN
I ,M

an
u

ale,cit.,p.139-140.

（
８７
）

S
Q

U
A

R
C

IA
,L

’azion
e

d
eld

an
n

o
n

elprocesso
pen

ale,cit.,p.27.

（
８８
）

T
O

N
IN

I ,
M

an
u

ale,
cit.,

pp.
134

ss.

同
書
は
、
刑
事
手
続
に
お
い
て
は
、
証
拠
の
収
集
の
み
な
ら
ず
、
訴
訟
追
行
お
よ
び
訴
訟
戦

略
上
の
基
本
的
な
選
択
が
検
察
官
に
任
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
民
事
訴
訟
に
お
け
る
よ
り
も
、
被
害
者
が
自
己
の
労
力
・
費
用

を
犠
牲
に
す
る
程
度
が
低
い
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
心
理
的
な
意
味
で
の
「
心
強
さ
」
も
認
め
ら
れ
る
と
す
る
。

（
８９
）

現
行
法
の
準
備
法
案
理
由
書
は
、
こ
の
点
を
、
一
九
七
八
年
法
案
と
異
な
る
決
定
的
な
特
徴
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
そ
の
背
景
に
は
、

刑
事
上
の
「
犯
罪
被
害
者
」
の
手
続
上
の
権
利
・
資
格
は
、「
民
事
当
事
者
」
の
そ
れ
と
は
異
な
り
、
訴
訟
「
当
事
者
」
と
し
て
の
地
位
に
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由
来
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
す
る
意
図
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
（R

el.prog.prel.,cit.,p.58-60

）。

（
９０
）

こ
の
点
に
関
し
て
、「
検
察
官
は
刑
事
訴
権
を
行
使
す
る
義
務
を
負
う
」
と
定
め
る
現
行
憲
法
一
一
二
条
に
つ
い
て
は
、
そ
の
制
定
過
程

に
お
い
て
「
刑
事
訴
権
」
の
代
わ
り
に
「
国
民
の
刑
事
訴
権
（azion

e
pen

ale
popolare

）」
の
語
を
用
い
る
旨
の
提
案
が
な
さ
れ
た
こ
と

も
あ
り
、
同
条
は
、「
起
訴
法
定
主
義
」
の
採
用
を
要
請
し
て
い
る
と
し
て
も
、「
起
訴
独
占
主
義
」
ま
で
を
要
請
す
る
も
の
で
は
な
い
と
の

理
解
が
通
説
と
な
っ
て
い
た
こ
と
も
、「
犯
罪
被
害
者
」
の
手
続
関
与
を
認
め
る
う
え
で
意
味
を
も
っ
た
と
の
指
摘
も
あ
る
（S

C
IL

L
IT

A
N

I ,

C
om

m
en

to
all’art.90

,cit.,p.518

）。

ま
た
、
イ
タ
リ
ア
の
戦
後
社
会
に
お
い
て
は
、
経
済
発
展
に
お
い
て
も
立
法
の
展
開
に
お
い
て
も
社
会
紛
争
が
重
要
な
意
味
を
も
ち
、
行

政
や
司
法
の
分
野
に
お
い
て
も
、
規
範
レ
ベ
ル
に
お
け
る
確
実
で
安
定
し
た
解
決
を
見
出
す
こ
と
の
で
き
な
い
よ
う
な
対
立
を
も
た
ら
す
よ

う
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
刑
事
手
続
の
分
野
に
お
い
て
も
、
利
害
関
係
者
が
対
話
に
参
加
す
る
余
地
を
で
き
る
限
り
認
め
る
道
が
模
索
さ

れ
た
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
の
指
摘
も
あ
る
（G

H
IA

R
A

,C
om

m
en

to
all’art.90

,cit.,p.403

）。

（
９１
）

A
M

O
D

IO
,

P
rem

essa
al

titlo
V

I
libro

I,
in

A
M

O
D

IO
-D

O
M

IN
IO

N
I

(a
cu

ra
di),

C
om

m
en

tario
d

el
n

u
ovo

cod
ice

d
i

proced
u

ra
pen

ale,vol.I,G
iu

ffrè,1989,p.534.

（
９２
）

S
C

IL
L

IT
A

N
I ,C

om
m

en
to

all’art.90
,cit.,pp.517-518

;
B

R
E

S
C

IA
N

I ,P
erson

a
offesa

d
el

reato,in
D

ig.d
ir.pen

.,vol.

IX
,U

tet,1995,p.528.

（
９３
）

A
M

O
D

IO
,C

om
m

en
to

all’art.90
,cit.,p.537.

（
９４
）

実
際
、
現
行
刑
事
訴
訟
法
の
準
備
法
案
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
民
事
当
事
者
の
刑
事
訴
訟
へ
の
参
加
は
、「
予
備
捜
査
の
終
結
を
要
件

と
す
る
（
し
た
が
っ
て
、
予
備
審
理
以
前
の
段
階
で
の
参
加
の
可
能
性
は
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
）
一
方
で
、
被
害
者
お
よ
び
被
害
を

『
代
表
す
る
』
社
団
に
つ
い
て
は
、
と
り
わ
け
予
備
捜
査
段
階
に
お
け
る
参
加
を
認
め
る
こ
と
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
（R

el.

prog.prel.,cit.,p.77

）。

（
９５
）

G
H

IA
R

A
,

C
om

m
en

to
all’art.

90
,

cit.,
p.

408
;

T
A

O
R

M
IN

A
-S

P
A

D
A

R
O

,
L

’in
iziativa

d
elle

parti
private

n
el

proced
im

en
to

pen
ale,C

edam
,2003,p.174.

（
９６
）

R
el.prog.prel.,cit.,p.64.

（
９７
）

A
M

O
D

IO
,C

om
m

en
to

all’art.90
,cit.,p.538.

な
お
、
こ
の
点
に
関
し
て
具
体
的
に
は
、
後
述
四
参
照
。

イタリア刑事手続における犯罪「被害者」の地位について（一）
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（
９８
）

現
在
で
も
、
民
事
当
事
者
は
、
一
ユ
ー
ロ
と
い
っ
た
象
徴
的
な
額
の
損
害
賠
償
請
求
を
行
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
訴
訟
参
加
の
真
の
目

的
が
損
害
の
賠
償
や
原
状
回
復
に
で
は
な
く
、
加
害
者
に
対
す
る
処
罰
の
要
求
で
あ
る
旨
の
意
思
を
明
確
に
示
す
こ
と
も
少
な
く
な
い
と
さ

れ
る
（S

Q
U

A
R

C
IA

,L
’azion

e
d

el
d

an
n

o
n

el
processo

pen
ale,cit.,p.27

）。
こ
の
点
に
関
し
て
、
日
本
弁
護
士
連
合
会
・
第
一
東
京

弁
護
士
会
『
イ
タ
リ
ア
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
・
ア
メ
リ
カ
犯
罪
被
害
者
支
援
制
度
調
査
報
告
書
』（
二
〇
〇
三
年
）
一
七
頁

以
下
は
、
民
事
当
事
者
が
構
成
さ
れ
る
全
事
件
中
に
占
め
る
い
わ
ゆ
る
「
一
リ
ラ
事
件
」
の
割
合
は
、
二
割
程
度
で
あ
る
と
の
ロ
ー
マ
地
方

裁
判
所
の
ス
コ
ッ
テ
ィ
所
長
の
発
言
に
言
及
し
て
い
る
。

（
９９
）

C
fr.A

M
O

D
IO

,C
om

m
en

to
all’art.90

,cit.,p.544
;

G
H

IA
R

A
,C

om
m

en
to

all’art.90
,cit.,p.411.

こ
の
こ
と
は
、
名
誉
毀

損
お
よ
び
侮
辱
に
関
し
て
は
立
法
者
に
よ
っ
て
正
面
か
ら
認
め
ら
れ
て
も
い
る
。
す
な
わ
ち
、
後
述
の
よ
う
に
、
刑
訴
法
五
七
七
条
は
、
同

罪
に
関
す
る
判
決
に
対
し
て
は
、
民
事
当
事
者
に
、「
刑
事
上
の
効
果
を
求
め
て
」
上
訴
す
る
権
利
を
正
面
か
ら
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
治
安
判
事
に
よ
る
刑
事
手
続
に
お
い
て
、
一
定
の
範
囲
で
「
私
人
訴
追
」
的
な
発
想
が
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
後
述

四
を
参
照
。
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